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キ
ー
ワ
ー
ド
：
海
上
千
葉
氏
・
千
葉
胤
富
・
網
代
・
製
塩
・
郷
中
開
・
郷
中
明
・

逃
散
・
香
取
内
海
・
足
弱
・
宮
内
清
右
衛
門
尉
・
長
禅
寺
・
椿
海

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
戦
国
時
代
末
期
の
海
上
千
葉
氏
に
よ
る
領
国
支
配
の
あ
り
方
を
、

副
題
に
示
し
た
香
取
内
海
の
網
代
と
下
総
国
海
上
郡
須
賀
郷
周
辺
に
お
け
る
製

塩
に
関
わ
る
史
料
か
ら
論
ず
る
も
の
で
あ
る（

１
）。
須
賀
郷
周
辺
に
お
け
る
製
塩

に
関
わ
っ
て
は
、戦
国
時
代
の
東
国
で
の
百
姓
逃
散
を
意
味
し
た
と
さ
れ
る「
郷

中
開
」
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
く
。

　

主
に
取
り
上
げ
る
史
料
は
、海
上
千
葉
氏
の
千
葉
胤
富
に
関
わ
る
宮
内
文
書（

２
）

と
原
文
書（

３
）で
あ
る
。
す
で
に
、
戦
国
時
代
の
香
取
内
海
下
流
域
で
の
「
網
代
」

に
関
し
て
は
、
原
淳
二
に
よ
る
研
究
成
果
が
あ
り（

４
）、
私
も
二
〇
二
一
年
十
月

の
地
方
史
研
究
協
議
会
大
会
で
の
講
演
に
も
と
づ
く
大
会
成
果
論
集（

５
）
で
ふ
れ

た
が
、
改
め
て
関
係
史
料
を
詳
し
く
検
討
し
て
み
た
い
。
な
お
、
本
稿
も
ほ
ぼ

同
時
に
発
表
予
定
の
別
稿（

６
）
と
と
も
に
、
中
世
関
東
の
二
つ
の
内
海
の
一
つ
で
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あ
る
、
香
取
内
海
に
お
け
る
十
四
世
紀
の
「
海
夫
注
文
」
か
ら
想
定
さ
れ
る
地

域
世
界
と
、
近
世
の
霞
ヶ
浦
四
十
八
津
・
北
浦
四
十
四
津
の
自
治
的
世
界
と
の

架
橋
を
目
指
す
も
の
で
あ
る（

７
）。

　

検
討
を
は
じ
め
る
前
に
、
行
論
上
、
章
ご
と
に
時
代
が
前
後
す
る
こ
と
に
な

る
の
で
、
千
葉
胤
富
の
時
代
の
香
取
内
海
下
流
域
を
中
心
と
す
る
下
総
国
香
取

郡
お
よ
び
海
上
郡
に
つ
い
て
の
政
治
的
・
軍
事
的
状
況
を
整
理
し
て
お
く（

８
）。

　

千
葉
胤
富
（
一
五
二
七
～
七
九
）
は
、
戦
国
時
代
末
、
十
六
世
紀
中
頃
の
下

総
国
の
領
主
で
あ
っ
た
。
下
総
国
の
守
護
家
を
継
ぐ
千
葉
介
昌
胤
の
三
男
で
あ

り
、
千
葉
氏
一
族
の
海
上
氏
（
千
葉
系
海
上
氏
）
に
婿
入
り
し
た
が
、
兄
の
千

葉
介
利
胤
の
跡
を
継
い
だ
弟
（
あ
る
い
は
利
胤
の
子
息
と
も
）
親
胤
の
死
去
に

よ
っ
て
、
千
葉
介
の
地
位
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
海
上
氏
と

し
て
香
取
内
海
下
流
域
を
中
心
と
し
た
下
総
国
海
上
郡
周
辺
を
権
力
基
盤
と
し

つ
つ
、
下
総
千
葉
氏
の
本
城
佐
倉
城
（
本
佐
倉
城
址
。
佐
倉
市
・
酒
々
井
町
）

の
城
主
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
胤
富
及
び
そ
の
子
邦
胤
は
海
上
千

葉
氏
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
海
上
氏
は
、
古
代
以
来
、
香
取
内
海
を
権

力
基
盤
の
中
心
と
す
る
内
海
の
頭
領
・
領
主
で
あ
り
、
そ
れ
を
継
承
し
た
海
上

千
葉
氏
の
二
代
も
内
海
の
領
主
と
い
う
側
面
を
強
く
有
し
て
い
た
。

　

胤
富
が
千
葉
介
の
地
位
を
兼
帯
し
た
の
は
、
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
で
あ

る
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
安
房
の
里
見
氏
に
よ
る
下
総
国
東
部
の
香
取
郡
や
匝
瑳

郡
へ
の
侵
攻
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
三
年
後
の
永
禄
三
年
に
は
、
越
後

の
上
杉
輝
虎
（
謙
信
）
が
関
東
に
侵
攻
す
る
こ
と
で
、
北
条
氏
と
甲
斐
の
武
田

信
玄
と
の
同
盟
軍
と
上
杉
軍
の
対
立
が
深
ま
っ
た
。
千
葉
胤
富
は
一
貫
し
て
北

条
方
で
あ
っ
た
が
、
上
総
国
に
勢
力
を
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
里
見
氏
と
常
陸
の

佐
竹
氏
、
佐
竹
氏
に
与
同
す
る
香
取
内
海
の
常
陸
国
側
の
勢
力
は
上
杉
方
で
あ

り
、両
勢
力
は
香
取
内
海
周
辺
の
支
配
権
を
め
ぐ
っ
て
対
峙
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

行
論
と
の
関
係
で
の
時
期
区
分
を
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
期　
（
弘
治
三
年
～
永
禄
二
年
〔
一
五
五
七
～
五
九
〕：

海
上
千
葉
氏
の
胤
富
に
よ
る
香
取
内
海
下
流
域
や
海
上
郡
域
の

支
配
権
が
確
保
さ
れ
て
い
る
時
期
。

　

第
二
期　
（
永
禄
三
年
～
永
禄
六
年
〔
一
五
六
〇
～
六
三
〕）：《
史
料
Ｆ
》

永
禄
三
年
十
月
に
上
総
国
の
正
木
氏
が
香
取
内
海
下
流
域
・
海

上
郡
域
へ
侵
攻
し
、
支
配
権
を
確
保
す
る
。
永
禄
五
年
三
月
、

胤
富
は
正
木
氏
の
拠
る
小
見
川
城
（
香
取
市
小
見
川
）
の
奪
還

を
は
か
る
も
失
敗
す
る
。

　

第
三
期　
（
永
禄
七
年
～
永
禄
九
年
〔
一
五
六
四
～
六
六
〕）：

《
史
料
Ｃ
・
Ｇ
・
Ｉ
》

永
禄
七
年
正
月
の
国
府
台
合
戦
で
、
北
条
氏
が
大
勝
し
、
里
見

氏
が
下
総
国
か
ら
撤
退
す
る
。
永
禄
七
年
の
香
取
内
海
の
海
戦

で
、
千
葉
氏
側
が
正
木
氏
側
に
勝
利
し
、
海
上
郡
内
の
支
配
権

を
回
復
。
永
禄
八
年
四
月
に
は
、
森
山
城
の
在
城
衆
（
海
上
・

石
毛
）
に
本
領
を
返
還
す
る
。
正
木
氏
は
、
永
禄
九
年
に
は
香

取
郡
か
ら
も
退
却
す
る
。

　

第
四
期　
（
永
禄
十
年
～
天
正
七
年〔
一
五
六
七
～
七
九
〕：《
史
料
Ａ
・
Ｂ
・
Ｈ
》

里
見
氏
や
正
木
氏
が
下
総
国
の
香
取
郡
・
海
上
郡
に
侵
攻
を
繰

り
返
す
も
、
胤
富
に
よ
る
領
内
の
支
配
権
は
確
保
さ
れ
て
い
た
。

胤
富
は
天
正
二
年
前
後
に
家
督
を
子
の
邦
胤
に
譲
り
、
天
正
七

年
に
死
去
す
る
。

　

以
下
、
右
の
四
期
の
時
期
区
分
に
ふ
れ
つ
つ
宮
内
文
書
と
原
文
書
を
検
討
し

て
い
く
。
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一　

香
取
内
海
の
網
代
と
商
人
請
負

１　

戦
国
時
代
の
網
代

　

香
取
内
海
で
の
網
代
に
関
わ
る
次
の
史
料
は
、
第
四
期
の
も
の
で
あ
る
。
元

亀
二
年
（
一
五
七
一
）
に
は
、
千
葉
胤
富
の
子
息
邦
胤
が
元
服
す
る
。
そ
の
翌

年
に
は
、
里
見
氏
・
正
木
氏
が
下
総
国
へ
の
攻
勢
を
強
め
、
正
木
氏
が
下
総
国

匝
瑳
郡
中
村
郷
（
多
古
町
南
中
）
の
妙
興
寺
に
制
札
を
出
す
と
と
も
に
、
里
見

氏
は
伊
勢
御
師
龍
大
夫
に
対
し
て
上
総
・
下
総
両
国
で
の
航
海
を
認
め
て
い
る
。

そ
し
て
、
次
の
二
点
の
宮
内
文
書
は
、
さ
ら
に
翌
年
の
天
正
元
年
の
も
の
で
あ

る
。
二
点
の
史
料
は
、
房
総
の
里
見
氏
・
正
木
氏
の
攻
勢
の
な
か
で
も
、
香
取

内
海
下
流
域
の
支
配
権
を
千
葉
胤
富
が
確
保
し
て
い
る
こ
と
と
、
胤
富
に
よ
る

香
取
内
海
で
の
領
国
支
配
の
一
旦
―
網
代
の
経
営
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
以

下
、
前
稿
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
史
料
を
紹
介
し
つ
つ
具
体
的
に
検

討
し
て
み
た
い
。

　
《
史
料
Ａ
》
千
葉
胤
富
印
判
状
写
（
宮
内
文
書
八
号
）

さ（
笹
川
）

つ
さ
川
の
あ（

網

ち代
）

の
事
、
去
年
の
こ
と
く
被
仰
付
候
、
然
者
、
あ（

網
）ミ

の
儀
、

宮
内
清
右
衛
門
か
た
へ
一
把
十
両
目
之
麻
廿
把
請
取
可
申
也
、

（
鶴
丸
黒
印
影
）
癸酉
八
（
天
正
元
年
　
一
五
七
三
）

月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

役
人
衆
奉
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
三
郎
か
た
へ

　
《
史
料
Ｂ
》
千
葉
胤
富
印
判
状
写
（
宮
内
文
書
九
号
）

久
し
く
お
の

く
さ
し
き
た
り
候
あ（
網

ち代
）
と
も
の
事
、
む（

向

郷

）

か
ひ
こ
ふ
の
百

古渡

潮来

小見川
津宮

篠原

津賀

萩原

小南

谷田辺

高田
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椿海

上総国

佐
倉
城

矢
作
城

森
山
城

中島城

神
崎
社

香
取
社

息
栖
社佐

原

笹
川

野
尻
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荘 東

荘
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図１　海上千葉氏の支配領域
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姓
わ（
侘
）ひ
事
申
に
つ
ゐ
て
、
め
し
は
な
さ
れ
候
、
し
か
り
と
い
へ
と
も
、

様
体
あ
つ
て
お
の

く
申
あ
け
候
者
、
ま
へ

く
の
こ
と
く
さ
し
来
候

と
を
り
の
あ
ち
の
儀
、
か
へ
し
つ
け
ら
れ
候
、
其
た
め
に
御
印
判
を
以
、

あ
ひ
さ
た
め
被
申
候
と
こ
ろ
実
正
也
、
仍
旨
趣
如
件
、

（
鶴
丸
黒
印
影
）
元（
一
五
七
三
）

亀
四
年
癸
酉
八
月
十
四
日　

役
人
衆
奉
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
か
田

の
し
り
商
人
衆
各
中
へ

　
《
史
料
Ａ
・
Ｂ
》
は
と
も
に
天
正
元
年
（
元
亀
四
年
七
月
二
十
八
日
天
正
に

改
元
。
一
五
七
三
）
八
月
の
も
の
で
あ
り
、
前
者
が
六
日
付
け
で
後
者
が
十
四

日
付
け
で
あ
る
。
実
質
的
な
宛
先
は
宮
内
清
右
衛
門
尉
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ

い
。
ま
た
、《
史
料
Ａ
・
Ｂ
》
で
の
「
あ
ち
」
が
網
代
を
意
味
す
る
こ
と
は
、

後
に
ふ
れ
る
近
世
の
由
緒
書
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
《
史
料
Ａ
》
は
、
千
葉
胤
富
が
香
取
内
海
下
流
域
の
下
総
国
側
の
笹
川
（
笹

川
津
は
「
海
夫
注
文
」
に
載
る
津
。
東
庄
町
笹
川
）
の
「
あ
じ
」（
網
代
）
に

つ
い
て
、
去
年
と
同
じ
に
差
す
こ
と
（
設
営
す
る
こ
と
）
を
認
め
、
そ
の
際
、

没
収
し
て
い
た「
網
」に
つ
い
て
は
、宮
内
清
右
衛
門（
尉
）方
の
分
と
し
て「
一

把
十
両
目
の
麻
（
網
）
を
二
十
把
」（

９
）を
請
け
取
る
よ
う
に
、
宛
先
の
「
与
三
郎

か
た
へ
」
指
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
宮
内
清
右
衛
門
尉
に
つ
い
て
は
、
滝
川
恒

昭
が
他
の
宮
内
文
書
か
ら
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）

に
は
、
千
葉
胤
富
か
ら
「
分
国
中
」（
海
上
氏
領
内
）
で
の
町
役
・
殿
役
・
村

役
を
免
除
さ
れ
、
翌
年
に
は
正
木
時
茂
に
よ
っ
て
房
州
（
安
房
）・
上
総
・
下

総
三
か
国
の
味
方
中
で
の
商
売
の
自
由
を
保
証
さ
れ
た
有
力
な
海
上
の
商
人
で

あ
っ
た（

10
）。
後
述
す
る
が
本
拠
地
は《
史
料
Ｂ
》に
み
え
る
野
尻（
野
尻
津
は「
海

夫
注
文
」
に
載
る
津
。
銚
子
市
野
尻
）
に
あ
り
、
野
尻
は
千
葉
系
海
上
氏
の
本

城
中
島
城
膝
下
の
宿
で
あ
っ
た
（
図
１
参
照
）。
宮
内
清
右
衛
門
尉
分
の
麻
網

を「
役
人
衆
」か
ら
請
け
取
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
た「
与
三
郎
」と
は
、笹
川（
津
）

に
属
す
る
海
民
（
海
夫
）
の
長
で
あ
り
、
そ
の
二
十
把
の
麻
網
を
網
代
に
仕
立

て
た
主
体
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

八
日
後
の
《
史
料
Ｂ
》
の
判
物
は
、《
史
料
Ａ
》
で
の
笹
川
の
網
代
設
営
の

件
を
制
度
化
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
香
取
内
海
の
下
流
域
に
お
い

て
、
久
し
く
笹
川
な
ど
の
下
総
国
側
の
津
々
が
差
し
て
き
た
網
代
な
ど
に
つ
い

て
、
常
陸
国
側
の
向
郷
の
百
姓
（
海
夫
）
が
不
当
だ
と
侘
事
（
侘
言
）
を
い
っ

て
き
た
の
で
、下
総
国
側
の
津
々
に
よ
る
網
代
を
召
し
放
し
た（
取
り
上
げ
た
）。

し
か
し
な
が
ら
、
下
総
国
側
の
津
々
の
百
姓
（
海
夫
）
た
ち
が
各
々
の
事
情
を

訴
え
出
て
き
た
の
で
、
以
前
と
同
じ
に
差
し
て
き
た
網
代
に
つ
い
て
は
返
却
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
そ
の
た
め
に
御
印
判
を
も
っ
て
、
相
定
め
申
さ
れ
候
と

こ
ろ
実
正
な
り
」
と
し
て
、
網
代
設
営
に
つ
い
て
制
度
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。

八
日
前
の
《
史
料
Ａ
》
で
の
笹
川
の
与
三
郎
宛
の
網
の
返
却
（
宮
内
清
右
衛
門

尉
分
の
請
け
戻
し
）
も
そ
の
一
環
で
あ
っ
た
。《
史
料
Ｂ
》
の
宛
先
は
「
高
田
・

野
尻　

商
人
衆
各
中
」
で
あ
り
、
野
尻
商
人
衆
中
と
高
田
（
野
尻
と
接
し
た
中

島
城
膝
下
。
銚
子
市
高
田
）
商
人
衆
中
と
は
、
野
尻
の
商
人
で
あ
っ
た
宮
内
清

右
衛
門
尉
を
含
ん
だ
商
人
衆
で
あ
り
、
一
度
千
葉
胤
富
が
没
収
し
た
網
な
ど
の

「
あ
ち
」（
網
代
）
の
設
備
は
両
所
の
商
人
衆
中
に
返
却
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

す
で
に
、
戦
国
時
代
の
香
取
内
海
下
流
域
の
網
代
の
経
営
は
、
沿
岸
の
有
力
商

人
や
商
人
衆
中
に
請
負
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

次
の
史
料
は
、
別
稿
に
お
い
て
、
永
禄
七
年
香
取
内
海
の
海
戦
で
の
軍
船
徴

発
に
関
す
る
、
同
年
八
月
二
十
五
日
の
も
の
と
推
定
し
た
千
葉
胤
富
の
書
状
で

あ
る
。

　
《
史
料
Ｃ
》
千
葉
胤
富
書
状
（
後
欠
。
原
文
書
一
八
号
）

（
前
略
）

し（
自
然
）

せ
ん
舟
之
事
、
諸
う（
浦
）ら
に
十
そ（
艘
）う
の
内
候
ハ
ヽ
、
ま
つ

く
風
波
を
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た
て
す
、
さ
し
お
か
れ
へ
く
候
、
其
た
め
に
候
間
、
せ
ん
十
郎
ニ
誰
な

り
共
さ
し
そ
へ
、
明
日
廿
六
日
見
せ
申
さ
れ
へ
く
候
、
少
々
む（

か向

ひ）

郷

に
候
ハ
ん
舟
を
も
、
あ（
網

ち代
）

木
の
用
な
と
と（

調ゝ

の）

ひ
候
と
て
、
こ（

此
方
）

な
た
へ

よ（
呼
）ひ

候
や
う
に
、
と
り
な
し
し
か
る
へ
く
候
、

　

こ
こ
の
「
あ
ち
木
」
も
原
淳
二
が
理
解
す
る
よ
う
に
「
網
代
木
」
と
し
て
間

違
い
な
か
ろ
う
。《
史
料
Ｃ
》
の
引
用
部
分
は
、
千
葉
胤
富
が
永
禄
七
年
香
取

内
海
の
海
戦
に
先
立
っ
て
、
香
取
内
海
下
流
域
の
船
を
集
め
る
よ
う
に
命
じ
た

箇
所
で
あ
る
が
、
本
稿
で
注
目
す
る
の
は
、「
少
々
向
郷
（
常
陸
国
側
）
に
あ

る
舟
に
つ
い
て
は
網
代
木
の
用
な
ど
が
調
っ
た
と
い
っ
て
、
此
方
へ
呼
ぶ
よ
う

に
取
り
な
し
な
さ
い
」
と
い
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
常
陸
国
側
の
向
郷
の
船
を

網
代
木
の
用
意
が
調
っ
た
と
い
っ
て
此
方
に
呼
び
寄
せ
る
と
い
う
の
は
、
香
取

内
海
下
流
域
の
網
代
で
の
漁
猟
作
業
が
、
流
域
両
岸
の
此
方
（
下
総
国
側
）
と

向
郷
（
常
陸
国
側
）
の
津
々
に
属
す
る
海
夫
が
共
同
で
行
う
も
の
で
あ
っ
た
か

ら
で
は
な
い
か（

11
）。

　

そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
網
代
を
差
す
此
方
と
向
郷
の
津
々
に
属
す
る
海
夫

（
百
姓
）
は
こ
の
内
海
の
漁
猟
に
対
す
る
入
会
の
権
利
を
有
し
て
い
た
こ
と
に

な
る
。そ
の
た
め
に
海
上
千
葉
氏
と
し
て
の
千
葉
胤
富
は《
史
料
Ｂ
》に
お
い
て
、

此
方
の
津
々
が
「
久
し
く
差
し
き
た
網
代
」
を
向
郷
の
百
姓
（
海
夫
）
の
訴
え

を
受
け
て
、
一
度
は
網
代
を
停
止
し
没
収
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
此
方

の
百
姓
（
海
夫
）
の
陳
状
が
あ
る
と
、「
前
々
の
ご
と
く
差
し
来
候
通
り
の
あ

ち
（
網
代
）」
を
返
却
す
る
こ
と
と
し
、そ
れ
を
公
権
と
し
て
「
御
印
判
を
以
て
、

相
定
め
た
」
の
で
あ
る
。

　

胤
富
は
海
上
千
葉
氏
と
し
て
下
総
国
海
上
郡
を
含
む
香
取
内
海
下
流
域
に
対

す
る
上
級
の
領
有
権
者
で
あ
り
、
香
取
内
海
で
の
入
会
慣
行
を
前
提
と
し
た
下

総
国
側
と
常
陸
国
側
の
海
夫
よ
る
網
代
の
設
置
を
め
ぐ
る
争
論
に
対
す
る
仲
裁

者
あ
る
い
は
裁
定
者
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
香
取
内
海
下
流
域
へ
の
領
有
権
さ

ら
に
は
上
級
支
配
権
を
強
固
な
も
の
と
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
香
取
内
海
の

領
主
た
る
千
葉
胤
富
に
と
っ
て
、香
取
内
海
の
海
夫（
百
姓
）に
対
す
る
支
配
は
、

網
代
や
網
の
設
営
権
に
関
わ
る
と
こ
ろ
で
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

も
実
際
は
、
請
負
商
人
を
介
し
て
の
関
係
で
あ
っ
た
。
他
方
で
右
の
事
実
は
香

取
内
海
で
の
入
会
慣
行
の
実
態
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、実
際
の
網
代
は
《
史
料
Ａ
》
で
は
、海
夫
の
長
と
推
定
さ
れ
る
「
与

三
郎
」
が
商
人
の
宮
内
清
右
衛
門
尉
分
の
麻
網
を
請
け
取
っ
て
い
る
よ
う
に
、

す
で
に
海
上
千
葉
氏
の
も
と
に
あ
る
豪
商
に
よ
る
請
負
的
な
関
係
が
成
立
し
て

い
た
。《
史
料
Ｂ
》
の
宛
先
で
あ
る
高
田
・
野
尻
の
各
商
人
衆
中
は
、
網
代
の

請
負
商
人
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

２　

近
世
初
頭
の
網
代
奉
行
衆

　

戦
国
時
代
に
は
、
網
代
の
設
営
は
中
世
の
鬼
怒
川
水
系
や
香
取
内
海
下
流
域

で
広
く
行
わ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
近
世
初
頭
の
霞
ヶ
浦
と
北
浦
が
利

根
川
本
流
と
合
流
し
た
辺
り
の
「
香
取
浦
」（
中
洲
化
が
進
行
し
「
新
島
領
」

と
も
呼
ば
れ
た
）
で
は
、
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）
に
は
「
あ
ち

（
網
代
）奉
行
衆
」が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
で
に
原
淳
二
が
検
討
し
た
、

新
島
領
を
含
む
矢
作
領
を
管
理
し
た
関
東
総
奉
行
の
青
山
忠
成
の
書
状
な
ど
か

ら
で
あ
る（

12
）。
こ
れ
は
『
海
上
町
史
』
が
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
九
月
の
項

目
に
、「
下
総
国
矢
作
領
よ
り
利
根
川
鮭
を
御
菜
魚
と
し
て
、
幕
府
に
献
上
す

る
」
と
し
て
掲
載
す
る
一
連
の
佐
原
村
伊
能
家
の
由
緒
書
や
同
家
の
文
書
で
あ

る
（『
海
上
町
史　

史
料
編
１
』
七
〇
五
頁
以
下
）。

　
《
史
料
Ｄ
》
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（
尚
々
書
き
略
す
）

態
以
飛
脚
を
申
入
候
、
然
者
其
元
の
あ（
網

ち代
）
出
来
候
哉
、
さ（
鮭
）け
ハ
壱
ツ
も

と
り
不
申
候
か
、
堅
申
付
、
と
れ
次
第
ニ
爰
元
へ
早
々
越
可
被
申
候
、　

将
軍
様
駿
府
へ
御
成
被
成
候
前
ニ
上
申
度
候
間
、
念
を
入
堅
可
申
付
候
、

我
等
の
あ
ち
と
れ
不
申
候
て
、
自
然
外
ニ
て
と
り
申
候
と
も
、
か
わ
せ

ニ
て
可
有
候
、
か
な
ら
す
油
断
有
間
敷
候
、
府
川
ゟ
ハ
昨
日
さ
け
一
尺

上
申
候
、
其
許
之
も
、
と
れ
次
第
夜
中
を
か
き
ら
す
早
々
越
可
被
申
候
、

以
上

　
　
　
　

八
月
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

播
磨
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
七
兵
衛
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
ち
奉
行
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勘
解
由
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
右
衛
門
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
郎
右
衛
門
と
の

　
「
播
磨
」が
青
木
忠
成
で
あ
り
、宛
先
の「
中
七
兵
衛
」は
代
官
の
中
根
七
蔵
で
、

「
あ
ち
奉
行
衆
」
が
「
勘
解
由
」
以
下
の
三
名
で
あ
る
。
勘
解
由
と
は
下
総
国

根
郷
三
か
村
（
津
宮
・
篠
原
・
佐
原
。
香
取
市
）
の
佐
原
村
の
伊
能
勘
解
由
景

常
で
あ
り
、
七
右
衛
門
と
七
郎
右
衛
門
も
名
主
役
で
あ
る
。
関
東
総
奉
行
の
青

山
は
、代
官
の
中
根
と
あ
ち
奉
行
衆
に
対
し
て
、香
取
浦
へ
の
「
あ
ち
」（
網
代
）

の
設
営
は
で
き
た
か
、
ま
だ
鮭
は
一
つ
も
取
れ
な
い
の
か
、
将
軍
の
駿
府
お
成

り
ま
で
に
取
る
よ
う
に
。
も
し
「
我
等
の
あ
ち
」
で
取
れ
ず
、
外
で
と
れ
た
な

ら
「
か
わ
せ
」（
交
換
）
し
て
も
ら
い
な
さ
い
、と
催
促
し
て
い
る
。
こ
の
「
あ

ち
」
が
網
代
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　

ま
た
青
木
は
、
伊
能
景
常
宛
に
繰
り
返
し
鮭
の
上
納
を
求
め
て
お
り
、
九
月

十
六
日
付
け
の
書
状
で
は
、「
さ
か
な
入
申
候
間
、
あ（
網

ち代
）

の
者
と
も
幷
ニ
奉
行

人
ニ
も
堅
被
申
付
」
と
あ
り
、
伊
能
景
常
な
ど
の
「
あ
ち
奉
行
人
」（
網
代
奉

行
衆
）
に
対
し
て
、
実
際
の
漁
民
を
「
あ
ち
の
者
と
も
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ま

た
、
十
月
十
四
日
付
け
の
書
状
に
は
「
篠
原
ニ
あ（
網

じ代
）

よ
り
鮭
一
尺
相
届
請
取
申

候
」
と
あ
り
、
網
代
は
篠
原
村
に
も
設
置
さ
れ
て
い
た
。

　

七
月
二
十
八
日
付
け
の
書
状
で
は
、
網
代
奉
行
衆
に
網
代
の
設
置
を
促
し
て

い
る
。

　
《
史
料
Ｅ
》

（
尚
書
き
略
す
）

急
度
申
入
候
、
仍
其
許
之
あ（
網

じ代
）

之
奉
行
を
越
申
候
間
、
毎
方
ゟ
普
請
を

さ
せ
鮭
ひ
か
せ
有
べ
く
候
為
を
申
入
候
、
又
検
見
ニ
而
も
さ
せ
可
申
候

哉
、
此
間
ニ
是
も
越
可
申
候
、
委
者
此
者
可
申
候
、
い
つ
も
の
こ
と
く

縄
竹
く（
杭
）い
木
何
分
に
て
成
と
も
調
可
被
申
付
候
、
ふ
（
扶
持
カ
）ち方
何
連
之
入
目

候
も
、
い
つ
も
の
こ
と
く
に
渡
可
被
申
候
、
ふ
さ
た
有
間
敷
候
、
い
つ

も
お
そ
く
候
て
さ
か
な
い
け
か
ね
候
間
、
少
も
早
い
そ
き
候
て
尤
ニ
候
、

恐
々
謹
言

　
　
　
　

七
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幡
摩
㊞

　
　
　
　
　
　

矢
作
ニ
而

　
　
　
　
　
　

勘
解（
由
脱
カ
）殿

　
　
　
　
　
　

七
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　

七
郎
右
衛
門
殿

　

こ
の
書
状
で
は
、あ
じ
（
網
代
）
の
設
置
を
《
史
料
Ｄ
》
の
「
あ
ち
奉
行
衆
」

と
同
じ
「
勘
解
（
由
）」
以
下
三
名
宛
に
「
あ
じ
（
ち
）
之
奉
行
」
を
急
が
せ

て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
い
つ
も
の
こ
と
く
縄
竹
く
い
（
杭
）
木
何
分
に
て
成

と
も
調
可
被
申
付
候
、
ふ
ち
方
何
蓮
之
入
目
候
も
い
つ
も
の
こ
と
く
渡
可
被
申

候
、
ふ
さ
た
有
間
敷
候
」
と
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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網
代
を
設
置
す
る
際
に
は
、
①
い
つ
も
の
よ
う
に
縄
や
竹
、
杭
木
を
必
要
な

分
調
達
す
る
こ
と
、そ
し
て「
ふ
ち
方
」が「
扶
持
方
」（
食
料
の
こ
と
）の
な
ら
、

②
縄
・
竹
・
杭
木
な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
に
並
べ
置
く
際
に
何
連
分
の
入
目

（
必
要
費
用
）
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
扶
持
方
」（
食
料
の
こ
と
）
に
つ
い
て

は
い
つ
も
の
よ
う
に
支
給
し
な
さ
い
。
無
沙
汰
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
網
代
奉
行
衆
は
、
網
代
を
設
置
す
る
た
め
の
縄
や
竹
、
木
杭

を
準
備
し
、
網
が
何
連
必
要
と
な
っ
て
も
そ
の
費
用
と
食
料
を
「
あ
ち
（
じ
）

の
者
と
も
」
に
支
給
し
て
、網
代
を
設
置
さ
せ
、網
を
引
か
せ
た
の
で
あ
っ
た（

13
）。

原
淳
二
は
「
村
の
主
だ
っ
た
者
を
網
代
の
責
任
者
で
あ
る
「
あ
ち
奉
行
衆
」
に

任
命
し
、
彼
ら
（
村
）
が
費
用
を
負
担
し
て
網
代
を
作
」
り
、「
村
の
「
あ
ち

の
者
と
も
」
に
漁
業
を
さ
せ
て
い
た
」
と
し
て
い
る
が
、
漁
猟
で
稼
ぐ
「
あ
ち

の
者
と
も
」
の
な
か
に
は
、
村
（
あ
る
い
は
津
々
浦
々
）
の
所
属
を
離
れ
て
稼

ぎ
に
で
る
者
も
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
戦
国
末
期
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
の
香
取
内
海
で
の
網
代
漁

は
、
室
町
時
代
―
「
海
夫
注
文
」
の
時
代
の
香
取
内
海
で
の
海
夫
に
よ
る
入
会

の
海
で
の
漁
猟
慣
行
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
経
営
方
法
は
二

つ
に
分
離
し
て
い
っ
た
。
一
つ
は
、
海
上
の
宮
内
清
右
衛
門
尉
の
場
合
の
よ
う

な
、
豪
商
に
よ
る
請
負
経
営
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
佐
原
村
の
場
合
の
よ
う
な
、

幕
府
直
営
で
の
村
の
網
代
奉
行
衆
な
ど
に
よ
る
経
営
で
あ
る
。
下
総
国
の
根
郷

三
か
村
が
香
取
浦
に
認
め
ら
れ
た
入
会
の
網
代
場
は
、
佐
原
村
が
一
か
所
（
じ

つ
は
伊
能
家
の
個
人
占
有
）、津
宮
村
が
六
か
所
、篠
原
村
が
二
か
所
で
あ
っ
た
。

海
上
千
葉
氏
の
千
葉
胤
富
に
よ
る
香
取
内
海
下
流
域
の
海
夫
・
海
夫
船
そ
し
て

網
や
網
代
の
設
営
に
関
す
る
権
限
が
、
幕
藩
体
制
下
で
の
御
留
川
や
網
代
の
設

置
権
の
前
提
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二　

下
総
国
海
上
郡
須
賀
郷
周
辺
で
の
製
塩
と
水
運

１　

須
賀
筋
か
ら
の
塩
荷
と
流
通
路

　

第
二
期
の
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
十
月
、
下
総
国
小
見
川
を
拠
点
に
香
取

内
海
下
流
域
お
よ
び
海
上
郡
に
侵
攻
し
た
上
総
の
正
木
氏
は
、
同
年
十
一
月
十

日
付
け
で
千
葉
胤
富
の
支
配
下
に
あ
っ
た
海
上
郡
野
尻
宿
の
商
人
宮
内
清
右
衛

門
尉
に
対
し
て
、「
房
州
・
上
総
・
下
総
三
ヵ
国
味
方
中
」
で
の
商
売
の
自
由

を
認
め
る
過
書
を
発
給
し
（
宮
内
文
書
三
号
）、
さ
ら
に
四
日
後
に
は
、
野
尻

宿
商
人
中
宛
に
次
の
よ
う
な
判
物
を
出
し
て
い
た
。

　
《
史
料
Ｆ
》
正
木
時
茂
判
物
写
（
宮
内
文
書
四
号
）

須
賀
筋
よ
り
下
、
し（
塩
）ほ
荷
之
事

一
月
之
中
十
五
日
、
舟
木
・
野
尻
之
宿
ニ
可
下
、
後
日
於
城
取
之
上
者
、

根
小
屋
ヘ
可
引
之
者
也
、
仍
如
件
、

永（
一
五
六
〇
）

禄
三
年
極
月
十
四
日　
　
　
　
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
尻
宿
商
人
中

　
「
須
賀
」
は
下
総
国
海
上
郡
須
賀
郷（

14
）（
旭
市
）
辺
り
の
こ
と
で
（
図
１
）、「
筋
」

は
道
す
じ
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
か
ら
、
須
賀
郷
の
道
す
じ
か
ら
下
さ
れ
た
塩

荷
の
こ
と
が
主
題
で
あ
る
。
次
の
《
史
料
Ｇ
》
に
み
え
る
よ
う
に
須
賀
郷
は
塩

の
生
産
地
で
あ
り
、
須
賀
郷
か
ら
の
塩
荷
が
「
須
賀
筋
」
か
ら
舟
木
・
野
尻

宿
に
下
さ
れ
た
。「
一
月
の
中
十
五
日
」
は
、
こ
の
判
物
の
日
付
が
前
年
末
の

十
二
月
十
四
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
翌
年
の
一
月
十
五
日
ま
で
に
と
い
っ
た
意

味
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
小
見
川
を
拠
点
と
し
た
正
木
時
茂
は
、
舟
木
・
野

尻
に
下
さ
れ
た
塩
荷
を
、
後
日
「
城
取
」（
城
郭
を
構
え
る
意
味
）
＝
築
城
が
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成
っ
た
ら
城
下
の
根
小
屋
に
引
き
移
す
よ
う
に
、
と
野
尻
宿
商
人
中
に
命
じ
て

い
る
。
野
尻
宿
商
人
中
の
主
体
は
、も
ち
ろ
ん
宮
内
清
右
衛
門
尉
で
あ
る
。《
史

料
Ｆ
》
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
正
木
氏
が
千
葉
胤

富
か
ら
、
海
上
郡
須
賀
郷
で
の
製
塩
と
そ
の
流
通
路
、
そ
し
て
舟
木
宿
と
野
尻

宿
の
宮
内
を
含
む
商
人
中
を
掌
握
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
須
賀
郷
で
の

製
塩
と
、
須
賀
郷
と
舟
木
宿
・
野
尻
宿
を
結
ぶ
流
通
路
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　

正
木
氏
が
一
時
確
保
し
た
須
賀
郷
の
製
塩
と
流
通
路
の
支
配
権
は
、
第
三
期

の
永
禄
七
年
の
香
取
内
海
の
海
戦
に
千
葉
胤
富
が
勝
利
す
る
こ
と
で
、
胤
富
側

に
回
復
さ
れ
た
。
そ
れ
を
示
す
史
料
が
次
の
千
葉
胤
富
判
物
で
あ
る
。

　
《
史
料
Ｇ
》
千
葉
胤
富
判
物
（
原
文
書
一
号
）

塩
荷
よ
り
五
文
役
之
事
、
去
一
乱
之
内
、
塩
竈
ニ
懸
、
毎
月
所
務
、
其

礼
証
を
以
、須
賀
中
之
地
下
人
等
侘
言
候
歟
、尤
相
心
得
候
、但
塩
荷
所
々

江
可
漏
行
儀
、中
野
源
左
衛
門
尉
一
人
之
仕
置
ニ
不
可
成
候
条
、如
前
々
、

其
方
手
代
を
も
同
前
ニ
可
申
付
候
、
是
併
塩
舟
之
出
役
幷
地
摺
之
役
等

た
め
ニ
候
、
若
及
異
儀
者
有
之
者
、
搦
捕
可
遂
披
露
也
、
仍
如
件
、

永（
一
五
六
五
）

禄
八
年
乙
丑
七
月
廿
日　

胤（
千

富葉
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
毛
大
和
入
道
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
大
炊
助
殿

　
「
塩
荷
よ
り
五
文
役
」
と
い
う
の
は
、
塩
荷
に
五
文
子
つ
ま
り
五
分
（
五
％
）

の
役
銭
（
税
）
を
懸
け
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。「
去
一
乱
」
を
、
別
稿
で

明
ら
か
に
し
た
「
永
禄
七
年
香
取
内
海
の
海
戦
」
の
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
胤
富

は
そ
の
戦
乱
の
最
中
に
軍
費
を
調
達
す
る
た
め
に
、
臨
時
に
塩
竈
に
役
銭
を
懸

け
て
毎
月
所
務
（
収
納
）
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
戦
乱
終
息
後
の
永
禄
八
年

に
な
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
塩
竃
へ
の
臨
時
税
を
負
担
し
て
き
た
「
須
賀
中
の

地
下
人
等
」
が
侘
言
（
訴
願
）
を
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
地
下
人

等
が
証
拠
と
し
た
「
其
礼
証
」
と
は
、
戦
乱
中
に
塩
竃
に
懸
け
ら
れ
た
役
銭
が

あ
く
ま
で
も
臨
時
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
文
か
、
あ
る
い
は
そ
の
役
銭
の
支

払
い
証
文
（
返
抄
）
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、こ
こ
で
は
後
者
と
し
て
お
く
。

　

千
葉
介
で
も
あ
っ
た
胤
富
は
、
森
山
城
の
城
代
（
城
将
）
の
石
毛
大
和
入
道

と
原
大
炊
助
に
対
し
て
、
須
賀
郷
の
地
下
人
等
の
侘
言
に
つ
い
て
「
も
っ
と
も

相
心
得
候
」（
同
意
・
認
め
る
）
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
胤
富
は
須
賀
中
の

地
下
人
等
の
侘
言
（
訴
願
の
内
容
は
、
臨
時
の
塩
竃
へ
の
役
銭
の
終
了
で
あ
ろ

う
）
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
指
示
す
る
と
と
も
に
、
塩
荷
が
他
所
に
流
出
す
る

こ
と
が
な
い
よ
う
に
、中
野
源
左
衛
門
尉（
須
賀
郷
の
地
侍
か
）一
人
の「
仕
置
」

（
差
配
・
取
り
締
ま
り
）
と
せ
ず
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
城
代
の
石
毛
・
原
の

手
代
に
対
し
て
も
塩
荷
の
流
出
が
な
い
よ
う
に
手
配
さ
せ
な
さ
い
と
命
じ
て
い

る
。

　

そ
の
う
え
で
、
胤
富
は
別
途
、
塩
竃
で
は
な
く
塩
荷
へ
の
五
文
役
（
塩
荷
役
）

を
恒
常
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
但
書
と
し
て
、

新
た
な
塩
荷
役
が
「
塩
舟
の
出
役
な
ら
び
に
地
摺
の
役
等
の
た
め
」
で
あ
る
と

の
地
下
人
向
け
の
説
明
を
し
、「
も
し
異
儀
に
及
ぶ
者
（
地
下
人
等
）
こ
れ
あ

ら
ば
搦
め
捕
り
披
露
を
遂
げ
る
べ
き
」
こ
と
を
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

結
局
、《
史
料
Ｇ
》
は
、
正
木
氏
が
確
保
し
よ
う
と
し
た
「
須
賀
郷
で
の
製

塩
と
須
賀
郷
と
舟
木
宿
・
野
尻
宿
を
結
ぶ
流
通
路
」
の
支
配
権
を
胤
富
側
が
回

復
し
、
そ
の
保
全
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
新
た
に
「
須
賀
筋
」
で

の
塩
荷
へ
の
五
文
子
（
五
分
）
の
役
銭
（
塩
荷
役
）
の
徴
収
を
指
示
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。

　

黒
田
基
樹
は
、
塩
荷
役
賦
課
の
説
明
に
あ
っ
た
「
塩
舟
の
出
役
」
が
「
塩
船

を
浜
か
ら
出
す
た
め
の
送
り
役
」
で
、「
地
摺
の
役
」
は
「
船
を
浜
に
引
き
揚

げ
る
役
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る（

15
）。
こ
う
し
た
夫
役
分
が
塩
荷
へ
の
五
文
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役
で
あ
る
と
い
う
領
主
胤
富
の
説
明
に
対
す
る
地
下
人
側
の
異
議
が
想
定
さ
れ

て
お
り
、「
搦
め
捕
る
」
と
の
脅
し
が
な
さ
れ
て
い
た
。
塩
荷
役
の
賦
課
は
、

須
賀
郷
周
辺
の
領
民
と
海
上
千
葉
氏
と
の
争
点
と
な
っ
て
い
く
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
は
、「
須
賀
筋
」（
須
賀
郷
と
舟
木
宿
・
野
尻

宿
を
結
ぶ
流
通
路
）
の
塩
荷
が
「
塩
舟
」
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

須
賀
筋
は
、
陸
路
で
あ
る
と
す
る
説
と
水
路
と
す
る
説
が
あ
る
な
か
で
、
滝
川

は
、
近
世
全
般
に
お
い
て
下
総
国
東
部
の
村
々
の
年
貢
米
や
九
十
九
里
浜
の
干

鰯
・
〆
粕
な
ど
の
海
産
物
は
、
網
戸
村
（
旭
市
網
戸
）
の
中
継
駄
賃
問
屋
に
集

め
ら
れ
、
網
戸
か
ら
陸
路
で
野
尻
・
高
田
河
岸
に
搬
送
さ
れ
て
、
両
河
岸
か
ら

近
世
利
根
川
水
運
＝
内
川
廻
し
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
重
視
し
、
戦
国
末
期
の

須
賀
郷
か
ら
の
塩
荷
も
陸
路
に
よ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
し
た
が
う
と
し

て
も
、
須
賀
筋
に
お
い
て
、「
塩
舟
」
が
一
部
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ

ろ
う（

16
）。

２　

商
人
宮
内
に
よ
る
製
塩
の
請
負
と
塩
船

　

さ
ら
に
第
四
期
に
あ
た
る
、
次
の
史
料
は
須
賀
郷
に
近
い
「
三
川
」（
旭
市

三
川
。
図
３
参
照
）
で
の
製
塩
に
、
海
上
の
商
人
宮
内
清
衛
門
尉
が
関
わ
っ
て

い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
《
史
料
Ｈ
》
千
葉
胤
富
印
判
状
写
（
宮
内
文
書
七
号
）

さ（
三
）ん
川
に
て
か
ゝ
へ
申
田
地
之
事

五
段
く
た
さ
れ
を
く
所
也
、仍
し（

を塩

か竃

ま）

之
事
ハ
、上
申
へ
き
分
申
之
上
、

其
こ
と
く
あ（

ひ相

ま任

か）

せ
ら
る
ゝ
者
也
、
仍
如
件
、

　

壬
（
元
亀
三
年
　
一
五
七
二
）

申　

（
鶴
丸
黒
印
影
）
閏
正
月
三
日　
　
　
　
　

役
人
衆
奉
之

図２　「利根川全図」（下流域）
　　　赤松宗旦『利根川図誌』（岩波書店，1938 年）44・45 頁より
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宮
内
清
右
衛
門
尉
殿

追
而
、
御
舟
之
事
こ
し
ら
へ
申
候
由
候
間
、
当
年
者
五
百
文
ゆ
る
さ
せ
ら
れ
、
七

貫
五
百
文
お
さ
め
さ
せ
ら
れ
へ
き
也
、
以
上
、

　

壬
申
は
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
で
あ
り
、
第
四
期
に
あ
た
る
。
千
葉
胤
富

は
、
こ
の
判
物
で
、
三
川
に
所
有
し
て
い
る
田
地
の
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
内

の
五
段
を
宮
内
清
右
衛
門
尉
に
与
え
て
お
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
っ
て
い

る
。「
仍
」以
下
が
難
し
い
の
で
あ
る
が
、こ
こ
で
は
塩
竃
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

宮
内
が
「
上
申
へ
き
分
」（
上
納
金
の
額
）
を
申
し
て
き
た
の
で
そ
れ
を
認
め
、

塩
竃
に
よ
る
製
塩
経
営
は
宮
内
に
任
せ
る
と
い
っ
た
意
味
と
理
解
し
た
い
。

　

す
で
に
盛
本
昌
広
は
、「
宮
内
清
右
衛
門（
マ

はマ
）
、三
川
に
お
い
て
塩
釜
を
所
有（
あ

る
い
は
経
営
）
し
て
い
て
、
千
葉
氏
に
対
し
、
そ
の
塩
釜
か
ら
生
産
さ
れ
る
塩

の
一
定
量
を
上
納
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
。
千
葉
氏
は
、
そ
の
代
償
と
し
て

田
地
三
（
マ
マ
）段

を
給
与
し
、
上
納
分
を
除
い
た
塩
に
関
し
て
は
宮
内
清
右
衛
門
が

自
由
に
処
分
す
る
こ
と
を
保
証
し
た
」
と
し
て
い
る（

17
）。
宮
内
は
三
川
で
の
製

塩
経
営
を
請
負
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

追
而
書
で
胤
富
は
、「
御
舟
を
拵
え
る
と
い
う
の
で
、
当
年
（
元
亀
三
年
）

は
八
貫
文
の
上
納
金
の
内
、
五
〇
〇
文
を
免
除
し
て
、
七
貫
五
〇
〇
文
を
納
め

な
さ
い
」
と
指
示
し
て
い
る
。
宮
内
は
三
川
で
の
製
塩
の
経
営
を
上
納
金
年
に

八
貫
文
で
胤
富
に
対
し
て
請
負
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
三
川
の
田
地
五
段
は
あ
る

い
は
「
塩
田
」
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る（

18
）。

　

七
年
前
の
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
の
《
史
料
Ｇ
》
で
は
、「
去
一
乱
」
の

際
に
須
賀
郷
の
地
下
人
等
が
焼
く
塩
竃
に
役
銭
が
懸
け
ら
れ
、
一
乱
後
に
は
須

賀
筋
の
塩
荷
に
五
文
子
の
塩
荷
役
が
賦
課
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
塩
荷
役
の

新
た
な
賦
課
は
、「
去
一
乱
」
の
際
に
臨
時
に
賦
課
さ
れ
た
塩
竃
へ
の
役
銭
の

停
止
を
求
め
た
須
賀
郷
の
地
下
人
等
の
「
詫
言
」
を
受
け
入
れ
た
う
え
で
の
対

応
で
あ
っ
た
が
、
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
、
次
節
で
み
る
よ
う
に
、
三
川
と
三
川
に
隣

接
す
る
横
根
・
野
中
の
百
姓
ら
が
「
郷
中
開
」（
逃
散
）
を
し
て
い
た
。
こ
の

段
階
で
の
須
賀
郷
や
横
瀬
郷
の
三
川
村
な
ど
で
の
塩
竃
の
経
営
の
主
体
は
、
地

下
人
＝
百
姓
に
よ
っ
て
い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
七
年
後
の
《
史

料
Ｈ
》
で
は
、
三
川
に
五
段
の
田
地
（
あ
る
い
は
塩
田
か
）
を
千
葉
胤
富
か
ら

給
与
さ
れ
た
宮
内
清
右
衛
門
尉
が
、
毎
年
八
貫
文
の
上
納
金
で
三
川
の
製
塩
経

営
を
請
負
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
百
姓
逃
散
後
に
、少
な
く
と
も
三
川
で
は
、

製
塩
経
営
の
主
体
が
、
三
川
村
の
百
姓
か
ら
海
上
の
有
力
商
人
宮
内
に
移
り
、

宮
内
に
よ
る
請
負
経
営
に
転
換
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三
川
村
の
百
姓
は
宮

内
に
よ
る
製
塩
経
営
に
雇
わ
れ
る
者
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、《
史
料
Ｇ
》
に
「
塩
舟
之
出
役
」
と
あ
っ
た
「
塩
舟
」
に
つ
い
て
も
、《
史

料
Ｈ
》
で
は
、
宮
内
が
「
御
舟
を
拵
え
た
」
と
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
製
塩
の

請
負
経
営
に
よ
る
上
納
金
が
五
百
文
免
除
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
「
御
舟
」
も
製

塩
あ
る
い
は
塩
荷
の
運
送
に
関
わ
る
船
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
、
宮
内
は
、
永

禄
十
三
年
（
一
五
七
〇
）
に
簗
田
持
助
か
ら
「
下
総
小
南
よ
り
乗
船
一
艘
」
へ

実
城
役
を
か
け
ら
れ
、
そ
の
船
が
簗
田
氏
の
役
船
と
さ
れ
て
い
た
（
宮
内
文
書

五
号
）。
宮
内
は
、
香
取
内
海
の
廻
船
人
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
鬼

怒
川
流
域
の
塩
船
に
つ
い
て
は
、
下
総
国
布
川
で
の
「
塩
船
」
が
知
ら
れ
て
い

る
。
や
は
り
盛
本
が
注
目
し
た
よ
う
に
、
布
川
で
は
商
人
福
田
民
部
少
輔
が
布

川
津
に
属
す
る
年
中
穀
船
一
艘
と
「
塩
船
二
艘
」
の
津
料
の
免
除
を
、
古
河
公

方
足
利
義
氏
配
下
の
豊
島
貞
継
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た（

19
）。

　

第
一
章
で
み
た
よ
う
に
、
こ
の
後
の
第
四
期
に
あ
た
る
天
正
元
年

（
一
五
七
三
）
八
月
の
《
史
料
Ａ
・
Ｂ
》
か
ら
は
、
宮
内
が
千
葉
胤
富
に
対
し

て
、
笹
川
の
網
代
や
香
取
内
海
下
流
域
の
網
代
経
営
を
請
負
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
の
で
あ
っ
た
。
盛
本
昌
広
「
中
世
東
国
に
お
け
る
塩
の
生
産
と
流
通
」
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は
、
論
考
の
ま
と
め
と
し
て
「
一
人
の
商
人
が
塩
・
魚
を
一
手
に
扱
う
の
が
通

常
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
領
主
に
よ
る
魚
の
収
取
も
塩
の
場
合
と
同
様

に
、
商
人
に
依
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
商

人
の
典
型
が
宮
内
清
右
衛
門
尉
で
あ
り
、
商
人
宮
内
に
依
存
し
た
領
主
が
海
上

千
葉
氏
と
し
て
の
千
葉
胤
富
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

三　

百
姓
逃
散
と
新
た
な
地
域
編
成

１　
「
郷
中
開
」
と
「
百
姓
の
足
弱
」

　

次
の
原
文
書
は
、
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、《
史
料
Ｇ
》
で
の
「
須
賀
中
の
地

下
人
等
」
の
侘
言
（
訴
願
）
と
関
わ
る
注
目
す
べ
き
史
料
で
あ
る
。

　
《
史
料
Ｉ
》
千
葉
胤
富
ヵ
書
状
（
原
文
書
二
二
号
）

尚
々
、
太
田
箕
庵
な
と
に
足
弱
抔
と
り
候
由
、
と
ら
せ
可
被
申
候
、
其
外
之
儀
者
、

不
及
申
候
、

重
而
被
仰
出
候
、
仍
横
根
・
三
川
・
野
中
之
百
姓
之
足
弱
と
ら
せ
被
申
、

其
上
尚
彼
郷
中
に
出
家
成
共
、
一
円
不
可
指
置
候
、
殊
ニ
於
塩
竈
、
塩
な

と
や（
焼
）か

せ
被
申
間
敷
候
、
自
然
、
其
い
と
な
ミ
い
た
し
候
ハ
ん
竈
を
ハ

打
破
、
放
火
尤
候
、
郷
中
開
候
と
号
し
、
門
道
な
と
堀
切
候
、
一
理
迄

に
て
踞
候
者
、
被
仰
付
候
書
出
之
衆
を
、
御
折
檻
な
さ
れ
へ
く
候
、
大

か
た
に
被
存
候
て
者
不
可
叶
候
、
先
日
御
断
之
こ
と
く
、
長
禅
寺
計
指

置
申
、
其
外
之
法
師
原
ま
て
」

　
　
（
後
欠
）

　
《
史
料
Ｉ
》
は
後
欠
の
た
め
年
次
が
不
明
で
あ
る
が
、
野
中
村
（
旭
市
野
中
）

や
長
禅
寺
に
ふ
れ
ら
れ
て
お
り
参
考
と
な
る
。
長
禅
寺
は
、
野
中
村
に
所
在
し

た
寺
院
で
あ
る
が
、
同
寺
の
本
尊
愛
染
明
王
坐
像
に
は
、
著
名
な
胎
内
墨
書

銘
が
あ
る（

20
）。
そ
の
墨
書
銘
に
よ
れ
ば
、「
当
寺
殿
堂
仏
像
」
新
造
の
謂
れ
と
し

て
、「
去
る
乙
丑
年
（
永
禄
八
年
、
一
五
六
五
）
十
二
月
六
日
暁
天
に
遠
金
（
東

金
）
よ
り
当
村
に
放
火
に
及
び
、
そ
の
刻
寺
院
片
時
焼
亡
す
」
と
あ
る
。
野
中

村
に
放
火
し
た
「
遠
（
東
）
金
」（
東
金
市
）
の
勢
力
と
は
、
里
見
方
の
東
金

酒
井
氏
か
正
木
氏
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
翌
年
の
永
禄
九
年
か

ら
寺
院
の
再
建
が
す
す
め
ら
れ
、
同
十
一
年
に
本
堂
が
、
同
十
二
年
に
愛
染
明

王
坐
像
の
造
立
が
か
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、《
史
料
Ⅰ
》
に
み
え
る
「
放

火
」
は
明
ら
か
に
胤
富
の
家
臣
に
よ
る
行
為
で
あ
る
。
つ
ま
り
《
史
料
Ⅰ
》
に

は
、
遠
（
東
）
金
か
ら
の
軍
勢
に
よ
る
野
中
村
や
長
禅
寺
へ
の
放
火
に
つ
い
て

は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、《
史
料
Ｉ
》
の
千
葉
胤

富
書
状
は
、
永
禄
八
年
十
二
月
六
日
以
前
の
、
第
三
期
の
も
の
と
な
る
。

　

さ
て
、《
史
料
Ｇ
》
に
み
え
る
「
須
賀
中
の
地
下
人
等
」
の
侘
言
は
、
永
禄

八
年
七
月
二
十
日
以
前
の
こ
と
で
あ
り
、《
史
料
Ｉ
》
に
み
え
る
事
態
は
、
同

年
の
十
二
月
六
日
以
前
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
胤
富
は
、《
史
料
Ｇ
》

の
書
状
で
、
塩
荷
へ
の
五
文
役
（
塩
荷
役
）
の
賦
課
に
対
す
る
須
賀
の
地
下
人

等
の
異
議
の
申
し
立
て
を
警
戒
し
て
い
た
が
、《
史
料
Ｉ
》
に
よ
れ
ば
、
須
賀

郷
の
南
に
接
し
た
横
根
郷
三
か
村（
横
根
・
三
川
・
野
中
）な
ど
で
は
百
姓
に
よ
っ

て
「
郷
中
開
候
と
号
し
、門
道
な
と
堀
切
候
」
と
い
う
行
為
が
な
さ
れ
て
い
た（

21
）。

す
で
に
黒
田
基
樹
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
戦
国
時
代
の
東
国
で
は
、
百
姓

の
逃
散
が
「
郷
中
開
」
あ
る
い
は
「
郷
中
明
」
と
い
わ
れ
た
場
合
が
あ
り
、「
門

道
な
ど
を
掘
り
切
る
」
こ
と
も
逃
散
に
関
わ
る
行
為
で
あ
っ
た（

22
）。

　
《
史
料
Ｉ
》で
の「
郷
中
開
」で
は
、百
姓
た
ち
は
村
の
門
道
な
ど
を
掘
り
切
り
、

村
を
封
鎖
し
た
う
え
で
、
大
人
の
男
は
村
外
に
逃
散
し
た
が
、「
足
弱
」（
老
人
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や
女
・
子
供
）
は
村
に
籠
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る（

23
）。
ま
た
、「
一
理
迄
に
て
踞

候
者
」
の
「
一
理
」
が
「
一
里
」
だ
と
す
れ
ば
、「
横
根
・
三
川
・
野
中
の
村
々

か
ら
一
里
ま
で
の
と
こ
ろ
に
逃
散
し
た
百
姓
等
が
踞
っ
て
い
る（
潜
ん
で
い
る
）

の
な
ら
ば
」
と
い
う
こ
と
に
な
る（

24
）。

　

胤
富
は
百
姓
に
よ
る
逃
散
を
破
る
た
め
に
、
村
に
籠
っ
た
「
横
根
・
三
川
・

野
中
の
百
姓
の
足
弱
」
を
捕
捉
さ
せ
、「
足
弱
」
と
と
も
に
村
に
残
っ
た
出
家

（
法
師
原
と
も
書
か
れ
て
い
る
）＝
僧
侶
の
在
留
も
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る（

25
）。

も
ち
ろ
ん
、
郷
中
に
残
っ
た
百
姓
の
足
弱
や
出
家
（
僧
侶
）
に
塩
竃
で
塩
を
焼

く
こ
と
も
禁
じ
、
も
し
そ
う
し
た
営
み
が
行
わ
れ
た
な
ら
、
塩
竈
を
破
り
、
放

火
し
て
も
よ
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。こ
こ
で
胤
富
が
指
示
し
て
い
る
こ
と
は
、

中
世
社
会
の
領
主
と
百
姓
間
の
基
本
的
な
関
係
性
（
百
姓
の
「
去
留
の
自
由
」）

を
否
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た（

26
）。

　

そ
し
て
、「
被
仰
付
候
書
出
之
衆
」
が
、
森
山
城
の
城
代
の
石
毛
大
和
入
道

と
原
大
炊
助
に
対
し
て
胤
富
が
仰
せ
つ
け
た
首
謀
者
の
名
簿
と
い
う
こ
と
で
あ

る
な
ら
ば
、「
郷
中
開
」
の
首
謀
者
を
折
檻
す
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
に
な
る（

27
）。

「
大
か
た
に
被
存
候
て
者
不
可
叶
候
」
の
「
大
か
た
」
は
大
方
で
あ
ろ
う
か
ら
、

多
く
の
人
々
（
世
間
一
般
に
）
に
、
こ
う
し
た
処
罰
が
「
存
ぜ
ら
れ
候
て
は
叶

う
べ
か
ら
ず
候
」（
知
ら
れ
て
し
ま
っ
て
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
）
の
で
、

秘
密
裏
に
行
え
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
「
先
日
御
断
之
こ
と
く
、
長
禅
寺
計
指
置
申
、
其
外
之
法
師
原
ま
て

（
後
欠
）」
に
つ
い
て
は
、「
な
お
郷
中
に
出
家
成
共
、
一
円
に
指
し
置
く
べ
か

ら
ず
候
」
と
対
比
さ
れ
る
も
の
で
、「
長
禅
寺
（
の
僧
侶
）
ば
か
り
は
郷
中
に

留
ま
ら
せ
る
が
、
そ
の
外
の
法
師
原
ま
で
は
許
さ
れ
な
い
」、
こ
れ
が
「
先
日

の
（
胤
富
）
の
御
断
」（
自
敬
表
現
）
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
長
禅
寺
（
の

僧
侶
）
は
な
ぜ
許
さ
れ
る
の
か
。
右
に
ふ
れ
た
長
禅
寺
の
愛
染
明
王
坐
像
の
永

椿　海

横根郷 横根
三川

長禅寺
卍
野中足川

仁玉川
泉川

太田

新
川

網戸

後草
蛇園

須賀郷
匝瑳郡

海上郡

0 1000 2000 3000

図３　海上郡須賀郷・横根郷と椿海『明治前期関東平野地誌図集成』
所収の迅速測図「旭」「八日市場」を縮小し、加筆。
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禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
五
月
吉
日
付
け
胎
内
墨
書
銘
の
中
心
に
は
、

地
主
千
葉
介
殿
胤
富
御
代　

三
崎
荘
横
根
郷
野
中
長
禅
寺
愛
染
本
願
長
栄

と
あ
る
よ
う
に
、「
地
主
」
と
し
て
の
千
葉
胤
富
に
よ
る
野
中
村
支
配
は
長
禅

寺
無
く
し
て
は
あ
り
得
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
長
禅
寺
を
特
別
扱
い
す
る
こ

と
で
逃
散
破
り
を
合
理
化
し
、
長
禅
寺
を
中
心
に
村
の
「
秩
序
維
持
」（
逃
散

百
姓
の
帰
村
）
を
図
ろ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、《
史
料
Ｉ
》
の
尚
々
書
き
に
あ
る
、「
太
田
箕
庵
な
ど
に
足
弱
抔
と
り

候
由
、
と
ら
せ
可
被
申
候
」
と
い
う
の
は
、
野
中
村
の
北
西
に
位
置
し
た
匝
瑳

郡
太
田
村
（
旭
市
ニ
）
の
箕
庵
な
ど
の
寺
庵
に
、
捕
捉
さ
れ
た
「
足
弱
」
が
収

容
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
太
田
村
は
右
の
胎
内
墨
書
銘
に
「
脇
細
工

　

太
田
／
西
福
坊　

同
／
専
光
坊
」
や
「
大
公（
工
）太
田
清
衛
門
」
と
み
え
、
野

中
村
と
も
関
係
が
深
か
っ
た
が
、
他
方
で
、
郡
境
（
椿
海
と
九
十
九
里
浜
を
結

ぶ
水
路
＝
現
在
の
仁
玉
川
・
新
川
筋
）
を
越
え
た
匝
瑳
郡
側
に
あ
っ
た
（
図
３
）。

太
田
村
の
箕
庵
な
ど
は
、
海
上
郡
に
属
し
た
「
横
根
・
三
川
・
野
中
村
の
百
姓

の
足
弱
」
を
捕
捉
し
て
お
く
場
所
と
し
て
、
郡
境
を
超
え
た
郡
外
の
寺
院
で
あ

る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
《
史
料
Ｉ
》
で
の
「
郷
中
開
」
は
、《
史
料
Ｇ
》
の
永
禄
八
年
七
月
か
ら
、
墨

書
銘
に
あ
る
里
見
方
軍
勢
の
野
中
へ
の
侵
攻
・
放
火
が
あ
っ
た
同
年
十
二
月
六

日
の
間
に
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
こ
の
逃
散
は
、
里
見
方
軍
勢

の
侵
攻
と
関
わ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
百
姓
逃
散
の
状
況
が
、

里
見
方
の
軍
事
侵
攻
を
誘
発
（
里
見
方
が
好
機
と
考
え
た
）
し
た
可
能
性
は
高

い
。
こ
の
侵
攻
に
よ
っ
て
、
千
葉
胤
富
側
は
ま
ず
は
逃
散
し
た
百
姓
の
帰
住
を

急
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、百
姓
側
の
要
求（
そ
の
内
容
は
、《
史

料
Ｇ
》
で
の
須
賀
の
地
下
人
等
と
同
じ
「
塩
荷
役
」
賦
課
の
撤
回
で
あ
っ
た
か
）

は
認
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、《
史
料
Ｈ
》
で
み
た
よ
う
に
、
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
ま
で
に

は
、
少
な
く
と
も
三
川
で
の
塩
の
生
産
は
海
上
の
商
人
宮
内
に
よ
る
請
負
経
営

と
な
っ
て
く
の
で
あ
っ
た
。

２　

愛
染
明
王
坐
像
胎
内
墨
書
銘
に
み
え
る
新
た
な
地
域
編
成

　

実
際
の
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
が
、
長
禅
寺
の
愛
染
明
王
坐
像
の
墨
書
銘
に

は
、「
結
句
、
そ
の
年
（
永
禄
八
年
）
は
寒
立
に
て
五
穀
一
と
し
て
不
熟
」
で

あ
り
、
翌
永
禄
九
年
に
は
、「
人
民
餓
死
五
ケ
村
の
内
千
余
人
な
り
」
と
あ
る
。

里
見
方
軍
勢
に
よ
る
侵
攻
・
放
火
に
加
え
て
、
永
禄
八
年
は
農
産
物
が
不
熟
で

あ
り
、
翌
年
に
は
深
刻
な
飢
饉
と
な
っ
た
と
い
う（

28
）。
し
か
し
、
そ
の
永
禄
九

年
か
ら
は
長
禅
寺
再
建
が
す
す
め
ら
れ
、
第
四
期
と
な
る
永
禄
十
一
年
に
は
本

堂
が
、そ
し
て
永
禄
十
二
年
に
は
本
尊
愛
染
明
王
坐
像
が
造
立
さ
れ
た
と
あ
る
。

あ
ま
り
に
も
早
い
、
長
禅
寺
の
復
興
は
、「
結
句
、
そ
の
年
は
寒
立
に
て
五
穀

一
と
し
て
不
熟
」
に
続
く
、
銘
文
に
関
わ
ろ
う
。

然
間
、
寅
（
永
禄

年九
年
）春
モ
ミ
八
升
□
秋
ニ
□
麦
一
斗
、
六
月
ノ
末
モ
ミ
四
升
ム

キ
六
升
、
依
人
民
餓
□（
死
）五
ケ
村
之
内
千
余
人
也
、
雖
然
、
門
徒
誦
反
断

之
□
□
□（
春
）之

内
七
□
□
イ
□
ヲ
□
□

　

正
確
に
は
意
味
が
と
れ
な
い
が
、
寅
年
の
永
禄
九
年
の
春
夏
の
飢
饉
に
よ
る

餓
死
者
千
人
余
の
状
況
の
な
か
で
、
長
禅
寺
の
門
徒
に
よ
る
誦
経
が
繰
り
返
さ

れ
る
こ
と
で
田
畠
の
実
り
が
復
活
し
た
、
と
い
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
復
興
に
向
け
た
取
り
組
み
の
早
さ
を
強
調
す
る
銘
文
に
は
、
宗
教

的
な
意
味
合
い
が
強
く
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
。

　

そ
の
う
え
で
注
目
し
て
お
く
べ
き
は
、
墨
書
銘
に
記
載
さ
れ
た
「
五
ケ
村
之

内
勧
進
銭
已
上
四
貫
八
百
計
也
」
と
あ
る
勧
進
銭
は
、
岩
井
六
良
（
郎
）
衛
門
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の
子
息
の
中
将
（
十
六
歳
）・
法
胤
丸
（
十
二
歳
）・
小
四
郎
（
十
五
歳
）
と
、

内
藤
九
郎
の
子
息
、
ユ
ワ
イ
（
岩
井
）
新
衛
門
の
子
息
、
そ
し
て
「
常
住
衆
」

な
ど
に
よ
る
と
あ
る
こ
と
で
あ
る（

29
）。他
に
も
、「
内
方
二
郎
兵
衛
息4

新
三
郎
各
々

分
之
／
合
力
ア
リ
」
と
も
あ
る
が
、「
内
方
」
と
は
愛
染
明
王
坐
像
の
胎
内
の

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
も
「
二
郎
兵
衛
息4

」
と
み
え
る
。

　

勧
進
者
が
、「
五
ケ
村
」（
野
中
村
を
含
む
墨
書
銘
の「
三
崎
荘
横
根
郷
」内
で
、

横
根
村
・
三
川
村
も
入
ろ
う
）
の
有
力
百
姓
と
考
え
ら
れ
る
岩
井
氏
と
内
藤
氏

の
子
息
五
名
、
そ
し
て
長
禅
寺
の
「
常
住
衆
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
特
別
な
意
味

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
宗
教
的
な
意
味
合
い
も
考
慮
す
べ
き
で

あ
ろ
う
が
、《
史
料
Ｉ
》
の
郷
中
開
の
際
に
野
中
村
な
ど
の
村
内
に
残
っ
た
「
足

弱
」（
老
人
・
女
・
子
供
）
と
「
出
家
」（
長
禅
寺
の
僧
侶
は
捕
捉
さ
れ
ず
）
こ

そ
が
長
禅
寺
再
建
の
主
体
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
を
読
み
取
る
べ
き
な
の
で
は

な
い
か
。
ま
た
、
次
に
ふ
れ
る
「
御み

衣そ

木ぎ　

泉
河
薬
師
堂
ノ
内
木
」
の
次
の
行

か
ら
二
行
に
わ
た
っ
て
、「
ハ
セ
部
母
、
千
代
松
、
主
計
、
弥
四
郎
、
熊
千
代
、

千
代
ワ
セ
、
神
七
、
源
五
郎
猿
虎
」
と
記
載
さ
れ
た
氏
の
無
い
八
名
も
「
足
弱
」

で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
は
、
な
お
の
こ
と
野
中
村
長
禅
寺
の
復
興
は
、

郷
中
開
（
百
姓
逃
散
）
に
際
し
て
村
に
残
っ
た
「
足
弱
」
と
長
禅
寺
の
「
常
住

衆
」
を
主
体
と
し
て
な
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
墨
書
銘
に
は
あ
え
て
そ
の
よ
う

に
書
き
込
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

他
方
、
大
人
の
男
は
、
永
禄
九
年
に
「
ク
リ
（
庫
裏
）
ヲ
造
リ
遂
本
意
」（

30
）る

際
に
は
、「
ユ
ワ
イ
（
岩
井
）
六
郎
右
衛
門
」
が
合
力
し
て
お
り
、
永
禄
十
一

年
に
「
瀧
別
当
の
坊
を
買
取
り
堂
を
造
立
」
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
一
貫
文
を

「
岩
井
源
兵
衛
」
が
負
担
し
、「
右
衛
門
四
郎
」
が
合
力
し
て
い
る
。
岩
井
氏
一

族
の
財
力
が
目
を
引
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
大
人
の
男
は
合
力
者
と
し
て
記
載

さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

小
笠
原
長
和
が
注
目
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
以
外
に
も
横
根
郷
周
辺
か
ら
の
助

力
が
あ
っ
た（

31
）。
先
述
の
よ
う
に
脇
細
工
に
は
「
太
田
」（
旭
市
ニ
）
の
西
福
坊

と
専
光
坊
が
み
え
、「
大
工
平
衛
門
」
の
下
に
は
「
蛇
薗
」（
旭
市
蛇
園
）
の
自

性
院
長
宗
と
あ
る
。「
九
月
十
五
日
棟
上
」
の
下
に
割
書
き
さ
れ
た
「
大
公（
工
）太

田
清
兵
衛
」
の
「
太
田
」
も
地
名
と
さ
れ
て
い
る
。
周
辺
の
太
田
や
蛇
薗
な
ど

か
ら
、
寺
院
に
属
す
る
脇
細
工
や
大
工
な
ど
が
集
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
愛

染
明
王
坐
像
を
造
る
た
め
の
「
御
衣
木
」
は
、「
泉
河
」（
旭
市
泉
川
）
の
「
薬

師
堂
ノ
内
木
」
が
利
用
さ
れ
た
。
ま
た
、屋
根
を
葺
く
「
平
木
」
に
つ
い
て
は
、

「
延
寿
坊
買
タ
リ
シ
ヲ
本
ノ
木
／
一
車
十
疋
ニ
所
望
申
也
」
と
あ
り
、
一
車
十

疋
（
一
〇
〇
文
）
で
延
寿
坊
か
ら
購
入
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
小
笠
原
は
、
延

寿
坊
を
現
在
の
旭
市
井
戸
野
（
旧
匝
瑳
郡
）
に
あ
る
真
言
宗
延
寿
寺
の
こ
と
と

し
て
い
る
。
延
寿
寺
は
南
北
朝
時
代
か
ら
の
印
信
を
残
す
古
刹
で
、
学
僧
の

活
動
が
盛
ん
な
中
世
以
来
の
寺
院
で
あ
っ
た
い
う（

32
）。
こ
れ
ら
を
含
め
て
、
約

十
二
か
寺
ほ
ど
の
寺
院
名
が
愛
染
明
王
坐
像
の
胎
内
墨
書
銘
に
は
記
載
さ
れ
て

い
る
。
長
禅
寺
の
復
興
に
は
、
こ
れ
ら
周
辺
の
寺
院
・
寺
庵
の
積
極
的
な
助
力

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
墨
書
銘
に
「
地
主
千
葉
介
殿
［
胤
富
／
御
代
］」
と
あ
っ
た
千
葉

胤
富
の
名
は
、
勧
進
に
応
じ
た
者
と
し
て
も
、
合
力
し
た
者
と
し
て
も
記
載
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
も
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
野
中
村
長
禅
寺
の
復

興
は
、
横
根
・
三
川
・
野
中
を
含
む
横
根
郷
五
ケ
村
の
「
足
弱
」
と
長
禅
寺
の

「
常
住
衆
」
を
主
体
と
す
る
形
で
、
岩
井
氏
な
ど
の
有
力
百
姓
や
周
辺
寺
院
・

寺
庵
の
合
力
・
助
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
地
主
千
葉
介

殿
」
は
勧
進
も
合
力
も
し
て
い
な
い
。
他
方
で
、
合
力
し
た
太
田
村
や
泉
川
村

は
椿
海
か
ら
九
十
九
里
浜
に
流
れ
出
る
郡
境
の
川
（
現
在
の
仁
玉
川
筋
）
の
西

側
、
匝
瑳
郡
内
に
位
置
し
た
村
で
あ
り
、
助
力
し
た
箕
庵
や
延
寿
坊
（
寺
）
な
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ど
の
寺
院
・
寺
庵
も
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
郡
境
の
川
を
挟
ん
で

の
新
た
な
地
域
的
な
結
び
つ
き
を
み
て
も
よ
い
と
思
う
。
戦
国
の
戦
乱
後
の
新

た
な
村
や
地
域
の
秩
序
、
地
域
編
成
は
す
で
に
準
備
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。お

わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
三
章
に
わ
た
っ
て
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
、
は
じ
め
に
ふ
れ
た
千

葉
胤
富
が
活
動
し
た
四
つ
の
時
期
区
分
に
も
と
づ
い
て
整
理
し
て
み
た
い
。

　

第
一
期
（
弘
治
三
年
～
永
禄
二
年
〔
一
五
五
七
～
五
九
〕
に
は
、
海
上
千
葉

氏
の
胤
富
に
よ
る
香
取
内
海
下
流
域
や
海
上
郡
域
の
支
配
権
が
確
保
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
第
二
期
（
永
禄
三
年
～
永
禄
六
年
〔
一
五
六
〇
～
六
三
〕）
に

入
る
と
、
永
禄
三
年
十
月
に
上
総
の
正
木
氏
が
香
取
内
海
下
流
域
・
海
上
郡
域

へ
侵
攻
し
、
胤
富
の
支
配
権
を
奪
取
す
る
。
そ
れ
を
示
す
史
料
が
《
史
料
Ｆ
》

で
あ
る
。
正
木
氏
は
、
胤
富
が
掌
握
し
て
い
た
海
上
郡
須
賀
郷
周
辺
で
の
製
塩

と
そ
の
流
通
路
、
そ
し
て
海
上
の
商
人
宮
内
を
含
む
舟
木
宿
や
野
尻
宿
の
商
人

中
を
掌
握
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
第
三
期
（
永
禄
七
年
～
永
禄
九
年
〔
一
五
六
四
～
六
六
〕）
の
永

禄
七
年
、
胤
富
は
《
史
料
Ｃ
》
の
よ
う
に
、
香
取
内
海
下
流
域
の
海
夫
船
を
集

め
て
軍
船
と
し
、
正
木
氏
と
の
海
戦
（
永
禄
七
年
香
取
内
海
の
海
戦
）
に
勝
利

す
る
。
海
上
郡
域
の
支
配
権
を
奪
い
返
し
た
胤
富
は
、
永
禄
八
年
七
月
に
は
、

須
賀
筋
で
の
塩
荷
に
対
す
る
五
文
子
の
役
銭
（
塩
荷
役
）
の
徴
収
を
森
山
城
の

城
代
（
城
将
）
に
指
示
し
た
（《
史
料
Ｇ
》）。
胤
富
は
、
永
禄
七
年
香
取
内
海

の
海
戦
の
際
に
、
須
賀
郷
の
地
下
人
等
が
焼
い
て
い
た
塩
竃
に
対
し
て
臨
時
に

役
銭
を
賦
課
し
た
が
、
新
た
な
塩
荷
役
の
賦
課
は
、
臨
時
の
役
銭
の
停
止
を
求

め
た
須
賀
郷
の
地
下
人
等
の
侘
言
を
受
け
入
れ
た
う
え
で
の
対
応
で
あ
っ
た
。

　

同
じ
頃
、須
賀
郷
の
南
に
接
し
た
横
根
郷
三
か
村（
横
根
・
三
川
・
野
中
）で
は
、

百
姓
に
よ
る
「
郷
中
開
」（
逃
散
）
が
行
わ
れ
て
い
た
。
横
根
郷
も
須
賀
郷
と

同
様
に
塩
の
生
産
地
で
あ
り
、
須
賀
郷
と
同
じ
塩
荷
役
が
賦
課
さ
れ
た
こ
と
に

対
す
る
異
議
申
し
立
て
の
た
め
の
逃
散
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
横
根
郷
三

か
村
の
大
人
の
男
た
ち
は
、村
か
ら
逃
散
し
て
周
辺
に
踞
ま
っ
た（
潜
ん
だ
）が
、

「
門
道
な
ど
堀
切
」り
、封
鎖
さ
れ
た
村
の
家
屋
敷
に
隠
れ
た「
足
弱
」（
老
人
・
女
・

子
ど
も
）
や
「
出
家
」
は
、
家
族
や
村
人
の
命
を
守
り
、
家
や
村
の
維
持
に
努

め
、
塩
竃
で
塩
焼
を
続
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
三
か
村
で
の
逃
散
に

対
し
て
、胤
富
は
《
史
料
Ｉ
》
で
、「
郷
中
開
」（
逃
散
）
中
の
「
足
弱
」
や
「
出

家
」
に
よ
る
塩
竃
で
の
塩
焼
き
を
禁
じ
る
と
と
も
に
、「
足
弱
」
に
つ
い
て
は
、

捕
捉
し
近
隣
の
太
田
村
の
箕
庵
に
一
時
収
容
し
た
。
村
の
周
辺
に
隠
れ
た
男
ど

も
に
つ
い
て
は
、
首
謀
者
を
折
檻
す
る
こ
と
で
、
他
の
者
の
帰
村
を
促
そ
う
と

し
た
。
胤
富
が
逃
散
を
収
め
る
た
め
に
仲
介
を
期
待
し
た
の
は
、「
出
家
」（
僧

侶
）
で
あ
り
な
が
ら
、在
村
を
許
さ
れ
た
「
長
禅
寺
」（
の
常
住
衆
）
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
事
態
は
、
永
禄
八
年
秋
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

横
根
郷
三
か
村
で
の
百
姓
逃
散
に
対
す
る
対
応
に
、
胤
富
や
胤
富
か
ら
の
指

示
を
受
け
た
家
臣
た
ち
が
難
渋
す
る
な
か
で
、
同
年
十
二
月
に
は
、
里
見
方
軍

勢
に
よ
る
野
中
村
へ
の
侵
攻
・
放
火
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
永
禄
八
年
は
冷

害
の
年
で
あ
り
、
翌
九
年
に
は
横
根
郷
の
「
五
か
村
の
内
」
の
人
民
千
余
人
が

餓
死
し
た
と
い
う
。
史
料
は
な
い
が
、
き
っ
と
三
か
村
で
の
百
姓
逃
散
は
百
姓

の
要
求
（
塩
荷
役
の
賦
課
の
撤
回
）
を
受
け
入
れ
る
形
で
収
束
し
た
で
あ
ろ
う
。

里
見
勢
に
よ
る
占
領
は
免
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
後
の
野
中
村
な
ど
の
復
興

は
野
中
村
長
禅
寺
の
再
建
、
な
か
で
も
「
愛
染
明
王
坐
像
」
の
造
立
を
象
徴
的
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な
も
の
と
し
て
す
す
ん
で
い
っ
た
。
長
禅
寺
の
再
建
や
同
寺
の
愛
染
明
王
坐
像

の
造
立
の
主
体
は
横
根
郷
五
か
村
（
野
中
な
ど
の
三
か
村
含
む
）
の
「
足
弱
」

や
長
禅
寺
の
「
常
住
衆
」
で
あ
っ
た
。
財
政
的
に
そ
れ
を
支
え
た
の
は
、「
地

主
千
葉
介
殿
」（
千
葉
胤
富
）
で
は
な
く
、
横
根
郷
の
有
力
百
姓
の
岩
井
氏
一

族
な
ど
で
あ
り
、
海
上
郡
横
根
郷
の
村
々
や
郡
境
を
越
え
た
匝
瑳
郡
の
村
々
を

含
む
野
中
村
周
辺
の
脇
細
工
・
大
工
や
寺
院
・
寺
庵
な
ど
に
よ
る
合
力
・
助
力

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、
新
た
な
村
や
地
域
の
秩
序
、
地
域
編
成
の

形
成
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
本
稿
の
考
え
で
あ
る
。

　

他
方
、第
四
期
（
永
禄
十
年
～
天
正
七
年
〔
一
五
六
七
～
七
九
〕
の
《
史
料
Ｈ
》

に
よ
れ
ば
、
千
葉
胤
富
か
ら
海
上
郡
三
川
村
に
五
段
の
田
地
を
給
与
さ
れ
た
海

上
の
商
人
宮
内
は
、
毎
年
八
貫
文
の
上
納
金
で
製
塩
経
営
を
請
負
っ
て
い
る
。

宮
内
が
請
負
っ
た
製
塩
経
営
が
三
川
村
だ
け
な
の
か
、
周
辺
の
塩
の
生
産
地
の

村
々
で
の
製
塩
も
含
む
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
川
村
を
含
む
横
根

郷
内
の
三
か
村
で
の
「
郷
中
開
」（
逃
散
）
後
に
、
こ
の
地
域
で
の
塩
生
産
が
、

部
分
的
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
塩
荷
の
売
買
・
流
通
に
関
わ
る
海
上
の
有

力
商
人
宮
内
に
よ
る
請
負
経
営
に
転
換
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
と

い
う
の
は
、宮
内
に
よ
る
請
負
経
営
は
、同
じ
第
四
期
の
天
正
元
年（
一
五
七
三
）

八
月
の
《
史
料
Ａ
・
Ｂ
》
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
香
取
内
海
下
流
域
の
笹
川
な

ど
で
の
網
代
に
お
い
て
も
す
す
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
海
上
の
商
人
宮

内
は
、
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
中
世
の
鬼
怒
川
流
域
や
香
取
内
海
を
航
行
す

る
商
船
を
所
有
し
た
内
海
の
廻
船
人
で
あ
る
と
と
も
に
、
香
取
内
海
下
流
域
で

の
網
代
の
経
営
を
請
負
い
、
さ
ら
に
は
海
上
郡
の
須
賀
郷
や
横
根
郷
で
の
製
塩

経
営
を
請
負
う
と
い
う
多
角
的
な
経
営
を
行
う
豪
商
へ
と
成
長
し
て
く
の
で

あ
っ
た（

33
）。

　

戦
国
時
代
末
期
の
海
上
千
葉
氏
（
千
葉
胤
富
）
に
よ
る
香
取
内
海
下
流
域
お

よ
び
海
上
郡
を
中
心
と
す
る
周
辺
地
域
に
対
す
る
領
国
支
配
を
検
証
し
て
き
た

が
、
私
に
は
こ
う
し
た
状
況
が
近
世
社
会
へ
と
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の

に
つ
い
て
は
、
第
一
章
で
根
郷
三
か
村
の
佐
原
村
で
の
網
代
奉
行
衆
と
「
あ
ち

の
者
と
も
」
と
の
関
係
に
ふ
れ
た
だ
け
で
、
十
分
に
論
ず
る
能
力
は
な
い
。
た

だ
一
つ
だ
け
、
野
中
村
長
禅
寺
の
愛
染
明
王
坐
像
の
墨
書
銘
に
し
ば
し
ば
登
場

し
た
岩
井
氏
に
つ
い
て
、
小
笠
原
が
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
て
お
き
た
い（

34
）。

　

岩
井
氏
は
、
近
世
後
期
に
こ
の
地
域
の
「
大
地
引
網
主
」
で
「
足
川
の
御
代

官
」
と
称
さ
れ
た
岩
井
重
兵
衛
（
ま
た
は
市
右
衛
門
）
家
に
結
び
つ
く
。
つ
ま

り
、
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
以
後
に
与
力
給
地
と
な
っ
た
野
中
村
近
く
の

足
川
村
（
旭
市
足
川
）
の
岩
井
家
は
、
領
主
か
ら
知
行
改
め
役
を
命
ぜ
ら
れ
、

そ
の
後
も
浜
方
取
締
・
割
元
役
な
ど
を
つ
と
め
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
の

檀
那
寺
た
る
野
中
の
長
禅
寺
の
焼
失
に
際
し
て
は
、
再
建
を
は
か
り
、
同
四
年

に
は
「
大
般
若
経
百
巻
」
を
寄
付
し
て
い
る
と
い
う
。
野
中
の
長
禅
寺
を
檀
那

寺
と
す
る
足
川
村
の
岩
井
氏
が
、
戦
国
末
期
の
野
中
長
禅
寺
の
復
興
に
尽
力
し

た
岩
井
氏
一
族
に
結
び
つ
く
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

注

（
１
）
宮
内
文
書
や
原
文
書
に
み
え
る
網
代
・
製
塩
・「
郷
中
開
」
に
つ
い
て

の
主
な
先
行
研
究
と
し
て
は
、
早
く
に
は
、
小
笠
原
長
和
「
戦
国
末
期

に
お
け
る
下
総
千
葉
氏
」（
同
『
中
世
房
総
の
政
治
と
文
化
』
吉
川
弘
文

館
、
一
九
八
五
年
。
初
出
一
九
七
〇
年
）
が
あ
り
、
そ
の
後
に
盛
本
昌

広
「
中
世
東
国
に
お
け
る
塩
の
生
産
と
流
通
」（『
三
浦
古
文
化
』
四
五
号
、
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一
九
八
九
年
）、横
田
光
雄
「
戦
国
期
北
総
の
流
通
」（『
鎌
ヶ
谷
市
史
研
究
』

三
号
、
一
九
九
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。
通
史
的
な
記
述
で
は
、『
千
葉
県
の

歴
史　

通
史
編　

中
世
』（
千
葉
県
、
二
〇
〇
七
年
）
第
三
編
第
二
章
第
一

節
「
千
葉
氏
の
領
国
支
配
」（
執
筆
：
黒
田
基
樹
）、同
上
第
四
章
第
二
節
「
産

業
の
発
展
」（
執
筆
：
盛
本
昌
広
）・
第
三
節
「
房
総
に
お
け
る
商
人
・
職

人
の
活
躍
」（
執
筆
：
滝
川
恒
昭
）
が
あ
る
。

（
２
）
宮
内
文
書
に
つ
い
て
は
、
滝
川
恒
昭
「
戦
国
期
房
総
に
お
け
る
流
通
商

人
の
存
在
形
態
」（
千
葉
歴
史
学
会
編
『
中
世
東
国
の
地
域
権
力
と
社
会
』

岩
田
書
院
、
一
九
九
六
年
所
収
）
を
参
照
。『
千
葉
県
の
歴
史　

資
料
編　

中
世
５
』
補
遺
（
県
外
文
書
１
）
所
収
「〔
茨
城
県
〕
二
「
常
総
誌
料
」
所

収
宮
内
文
書
」。
以
下
、
引
用
に
あ
た
っ
て
は
該
当
箇
所
に
「
宮
内
文
書
一

号
」
な
ど
と
略
記
す
る
。

（
３
）
原
文
書
に
つ
い
て
は
、
外
山
信
司
「「
原
文
書
」
に
見
る
森
山
城
」（
石

橋
一
展
編
『
下
総
千
葉
氏
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
五
年
所
収
。
初
出

一
九
九
二
年
）・
同
「「
千
葉
胤
富
条
書
」
に
つ
い
て
」（『
千
葉
市
立
郷
土

博
物
館
研
究
紀
要
』
二
六
号
、
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
を
参
照
。『
千
葉
県
史

料　

中
世
編　

諸
家
文
書
補
遺
』
所
収
「
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
所
蔵
文

書
〔
原
文
書
〕」。
以
下
、引
用
に
あ
た
っ
て
は
該
当
箇
所
に
「
原
文
書
一
号
」

な
ど
と
略
記
す
る
。

（
４
）
原
淳
二
「
近
世
前
期
・
下
利
根
川
流
域
の
漁
業
」（『
海
上
町
史
研
究
』

三
一
号
、
一
九
九
〇
年
）

（
５
）
鈴
木
哲
雄
「
鬼
怒
川
＝
香
取
内
海
の
地
域
世
界
」（
地
方
史
研
究
協
議

会
編
『
海
洋
・
内
海
・
河
川
の
地
域
史
―
茨
城
の
史
的
空
間
―
』
雄
山
閣
、

二
〇
二
二
年
所
収
）。
以
下
、
前
稿
と
す
る
。

（
６
）
鈴
木
哲
雄
「
海
上
千
葉
氏
と
香
取
内
海
」（『
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
』

九
七
集
、
二
〇
二
三
年
）
以
下
、
別
稿
と
す
る
。

（
７
）
す
で
に
、
佐
藤
博
信
「
常
総
地
域
史
の
展
開
と
構
造
」（
同
『
中
世
東

国
の
権
力
と
構
造
』
校
倉
書
房
、
二
〇
一
三
年
。
初
出
二
〇
一
〇
年
）
は
、

香
取
内
海
の
地
域
世
界
を
「
常
総
地
域
圏
」
と
呼
ん
だ
う
え
で
、
室
町
・

戦
国
期
に
お
け
る
地
域
的
な
一
体
性
や
地
域
統
合
の
論
理
を
具
体
的
に
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、盛
本
昌
広「
中
近
世
移
行
期
の
香
取
地
域
」（『
千

葉
県
史
研
究
』
一
四
号
、二
〇
〇
六
年
）
は
、政
治
史
的
な
枠
組
み
か
ら
「
香

取
地
域
」
の
戦
国
期
か
ら
近
世
へ
の
転
換
を
論
じ
て
い
る
。

（
８
）
当
該
期
の
千
葉
胤
富
に
関
わ
る
政
治
状
況
や
領
国
支
配
に
関
す
る
基
本

的
な
研
究
に
は
、
小
笠
原
長
和
「
戦
国
末
期
に
お
け
る
下
総
千
葉
氏
」（
前

掲
）
が
あ
る
。
ま
た
、
室
町
・
戦
国
期
の
当
該
地
域
の
政
治
的
・
軍
事
的

な
枠
組
み
に
つ
い
て
は
佐
藤
博
信
「
常
総
地
域
史
の
展
開
と
構
造
」（
前
掲
）

な
ど
を
参
照
。
こ
こ
で
は
、
注
（
６
）
の
別
稿
に
も
と
づ
い
て
整
理
す
る
。

（
９
）「
一
把
十
両
目
」
の
「
把
」
が
麻
網
を
束
ね
た
も
の
の
意
味
で
、「
両
目
」

は
目
方
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
一
把
（
束
）
十
両
の
重
さ
の

麻
網
が
二
十
把
（
束
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
10
）
滝
川
恒
昭
「
戦
国
期
房
総
に
お
け
る
流
通
商
人
の
存
在
形
態
」（
前
掲
）。

横
田
光
雄
「
戦
国
期
北
総
の
流
通
」（
前
掲
）
は
、
宮
内
清
右
衛
門
尉
を
千

葉
氏
の
御
用
商
人
と
し
て
検
討
し
て
い
る
。

（
11
）
仮
に
香
取
内
海
下
流
域
の
「
此
方
」
を
下
総
国
側
の
小
見
川
津
よ
り
下

流
の
津
々
と
し
、「
向
郷
」
を
常
陸
国
側
の
息
栖
津
よ
り
下
流
の
津
々
と

し
て
、
室
町
時
代
の
「
海
夫
注
文
」（『
南
北
朝
遺
文　

関
東
編
』
第
五
巻

三
七
二
三
・
三
七
二
七
号
）
に
載
る
津
々
を
書
き
出
し
て
お
け
ば
、
次
の
よ

う
に
な
る
。「
此
方
」
の
津
々
は
、
小
見
川
・
笹
川
・
石
出
・
今
泉
・
塩
川
・

笹
本
・
森
戸
・
野
尻
・
垣
根
・
飯
沼
と
な
り
、「
向
郷
」
の
津
々
は
、
息
栖
・
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高
浜
・
柴
崎
・
萩
原
・
鼻
崎
・
新
河
・
谷
田
辺
と
な
る
。
な
お
図
１
に
は

一
部
の
み
記
載
し
た
。

（
12
）
原
淳
二
「
近
世
前
期
・
下
利
根
川
流
域
の
漁
業
」（
前
掲
）

（
13
）
戦
国
時
代
か
ら
近
世
初
頭
の
香
取
内
海
お
よ
び
近
世
利
根
川
下
流
域
で

の
網
代
の
構
造
に
つ
い
て
は
明
確
に
で
き
な
い
が
、参
考
に
赤
松
宗
旦
『
利

根
川
図
志
』（
岩
波
文
庫
本
、
自
序
安
政
二
年
〔
一
八
五
五
〕、
一
六
四
・
五

頁
）の
図
を
載
せ
て
お
く
。
こ
の
図
は
、巻
三
の「
布
佐
」（
我
孫
子
市
布
佐
）

に
つ
い
て
「
芭
蕉
翁
鹿
島
紀
行
云
、
日
既
に
暮
れ
か
ゝ
る
程
に
、
利
根
川

の
畔
ほ
と
り
布
佐
と
い
ふ
処
に
着
く
。
こ
の
川
に
て
鮭
の
網あ
じ
ろ代
と
い
ふ
物
巧
み
て
、

武
江
の
市
に
鬻ひ
さ
ぐ
者
あ
り
。
宵
の
程
そ
の
漁
家
に
入
り
て
息や
す
らふ
。
夜
の
宿な
ま

腥ぐ
さ
し
。
こ
の
網
代
は
水
路
を
妨
ぐ
る
を
以
て
是
を
廃
す
。
今
川
側
に
網
代

場
の
名
を
存の
こ
せ
り
」
に
懸
け
て
の
も
の
で
あ
る
。

　

図
中
に
は
、「
無
相
仕
掛
の
図
／
こ
れ
網
代
の
遺
製
な
り
／
近
時
多
く
廃

せ
り
」
と
あ
り
、
仕
掛
け
と
し
て
「
イ　

竹
簀　

六
尺
四
方
／
ロ　

鈴
竹

　

下
に
絲
が
張
る
／
ハ　

竹
ヤ
ラ
イ
の
間
六
尺
／
ニ　

水
底
の
網
／
ホ　

竹
ヤ
ラ
イ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
《
史
料
Ｅ
》
の
「
縄
・
竹
・

く
い
木
」
と
対
応
し
、
さ
ら
に
《
史
料
Ｃ
》
の
「
あ
ち
木
」
も
こ
の
図
に

み
え
る
「
網
代
」
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
「
無
相
仕
掛
（
網
代
の
遺
製
）」
に
つ
い
て
、
赤
松
は
「
サ
ケ
川
を
上
り

来
た
り
進
ミ
て
、
竹
ヤ
ラ
イ
の
中
に
入
り
鈴
竹
の
下
横
に
張
り
た
る
絲
に

触
る
れ
バ
鈴
鳴
る
、
こ
の
時
長
竿
を
以
て
水
底
の
網
を
あ
げ
出
路
を
塞
き

左
右
の
網
に
追
込
ミ
て
と
る
な
り
、
／
竹
ヤ
ラ
イ
竹
簀
の
間
あ
き
た
る
ハ
、

舟
を
乗
込
む
処
な
り
」
と
説
明
し
て
い
る
。

　

ま
た
、前
掲
の
『
千
葉
県
の
歴
史　

通
史
編　

中
世
』
の
「
産
業
の
発
展
」

（
盛
本
昌
広
執
筆
）
は
、「
常
陸
川
」
の
鮭
漁
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、『
利

図４　「無相仕掛けの図」
　　　赤松宗旦『利根川図誌』（前掲）164・165 頁より
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根
川
図
志
』
に
載
る
布
川
村
（
茨
城
県
利
根
町
布
川
。
布
佐
の
対
岸
）
で

の
別
の
「
鰱
魚
大
網
の
図
」（
六
六
・
六
七
頁
）
を
引
用
し
て
い
る
。

（
14
）
海
上
郡
須
賀
郷
に
つ
い
て
、
小
笠
原
長
和
「
戦
国
動
乱
下
の
造
像
」（
前

掲
『
中
世
房
総
の
政
治
と
文
化
』
所
収
。
初
出
一
九
七
四
年
）
は
、
吉
田

東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
の
下
総
国
海
上
郡
須
賀
郷
の
条
に
あ
る
、
高

山
寺
本
の
「
和
名
抄
」
に
載
る
「
須
賀
郷
」
は
同
本
の
石
井
と
橘
川
（
埼
川
）

の
間
に
あ
り
、
今
の
蛇
園
・
後
草
・
網
戸
辺
り
だ
ろ
う
と
の
説
を
引
い
て
、

須
賀
と
は
河
海
に
面
し
た
砂
原
の
地
を
さ
す
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
椿
海

の
東
南
部
に
「
須
賀
」
が
位
置
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
後

掲
の
網
戸
は
、
須
賀
郷
内
に
位
置
づ
く
こ
と
に
な
る
。
な
お
、『
千
葉
県
の

歴
史　

資
料
編　

古
代
』（
一
六
五
頁
）
に
よ
れ
ば
、
高
山
寺
本
で
は
「
石

井　

須
賀　

横
根
」
の
順
に
書
か
れ
て
お
り
、
現
在
の
旭
市
岩
井
と
旭
市

横
根
の
間
に
「
須
賀
」
が
位
置
づ
く
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

（
15
）
黒
田
基
樹
「
下
総
千
葉
氏
の
領
国
支
配
」（
同
『
戦
国
の
房
総
と
北
条
氏
』

岩
田
書
院
、
二
〇
〇
八
年
。
初
出
二
〇
〇
七
年
は
、
注
（
１
）
の
『
千
葉

県
の
歴
史　

通
史
編　

中
世
』
の
記
述
で
あ
る
）。「
地
摺
の
役
」
に
つ
い

て
は
、
次
の
注
（
16
）
の
考
察
に
も
と
づ
け
ば
、
椿
海
側
か
ら
香
取
内
海

側
に
塩
船
を
「
船
引
」「
船
越
」
さ
せ
る
際
の
「
地
摺
の
役
」
の
可
能
性
も

考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
黒
田
は
横
田
と
同
様
に
、
須
賀
中
の
地
下
人
等
の
侘
言
を
受
け

て
、
胤
富
が
塩
荷
の
五
文
役
を
免
除
し
た
と
理
解
し
て
い
る
が
、
そ
う
で

は
な
く
、
戦
乱
中
に
塩
竃
に
懸
け
た
も
の
を
や
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
な
お
、
五
文
子
（
五
分
）
の
塩
荷
役
の
賦
課
は
、
海
上
千
葉
氏
に
よ

る
新
た
な
税
と
い
う
べ
き
か
。

（
16
）
滝
川
恒
昭
「
戦
国
期
房
総
に
お
け
る
流
通
商
人
の
存
在
形
態
」（
前
掲
）。

説
得
力
の
あ
る
推
定
で
は
あ
る
が
、
近
世
初
頭
ま
で
の
網
戸
の
位
置
付
け

に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
海
上
郡
の
須

賀
郷
や
横
根
郷
周
辺
か
ら
の
塩
荷
な
ど
の
流
通
に
つ
い
て
は
、
陸
路
の
み

で
は
な
く
、
干
拓
前
の
椿
海
で
の
水
運
の
想
定
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

す
で
に
遠
山
成
一
「
中
世
房
総
水
運
史
に
関
す
る
一
考
察
」（『
千
葉
城

郭
研
究
』
四
号
、
一
九
九
六
年
）
は
、
椿
海
周
辺
で
の
「
舟
戸
」「
船
津
」

地
名
な
ど
に
注
目
し
つ
つ
、
椿
海
北
東
部
か
ら
現
在
の
黒
部
川
最
上
流
部

と
の
水
運
の
連
絡
を
想
定
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
青
山
宏
夫
「
干
拓
以
前

の
潟
湖
と
そ
の
機
能
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
一
八
集
、

二
〇
〇
四
年
）
は
、
精
緻
な
歴
史
地
理
学
的
な
手
法
で
、
九
十
九
里
浜
か

ら
現
在
の
仁
玉
川
筋
（
下
流
は
現
在
の
新
川
）
が
入
海
で
あ
っ
た
古
代
・

中
世
の
椿
海
と
太
平
洋
を
結
ぶ
水
運
の
ル
ー
ト
で
あ
り
、
そ
の
水
運
は
椿

海
が
下
総
台
地
の
北
東
部
に
入
り
込
ん
だ
中
世
の
下
総
国
東
荘
上
代
郷
付

近
で
台
地
を
「
船
引
」「
船
越
」
し
て
、
現
在
の
桁
沼
川
の
上
流
部
か
ら
水

運
で
笹
川
津
に
至
る
か
、
あ
る
い
は
現
在
の
黒
部
川
上
流
か
ら
水
運
で
小

見
川
に
至
る
、
内
陸
水
運
ル
ー
ト
の
存
在
を
確
実
視
し
て
い
る
。
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、椿
海
が
干
拓
さ
れ
る
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
以
前
の
網
戸
は
、

椿
海
と
椿
海
か
ら
九
十
九
里
浜
に
通
ず
る
水
路
口
付
近
に
位
置
し
、
椿
海

と
九
十
九
里
浜
か
ら
の
水
運
の
結
節
点
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ

ん
、陸
路
の
多
古
銚
子
道
と
椿
海
水
運
の
交
差
点
で
も
あ
っ
た
ろ
う（
図
１
・

３
参
照
）。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
沙
織
「
下
総
東
部
に
お
け
る
水
上

交
通
」（
藤
原
良
章
編
『
中
世
人
の
軌
跡
を
歩
く
』
高
志
書
院
、
二
〇
一
四

年
所
収
）
も
参
照
。

　

な
ら
ば
、
網
戸
に
集
積
さ
れ
た
物
資
は
、
寛
文
十
年
以
前
に
は
椿
海
を

水
運
で
北
上
し
、
現
在
の
東
庄
町
船
戸
付
近
で
一
度
陸
揚
げ
さ
れ
、
現
在
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の
黒
部
川
の
上
流
で
再
度
、水
運
に
よ
っ
て
小
見
川
津
に
至
る
ル
ー
ト
（
黒

部
川
流
域
は
香
取
内
海
の
一
部
を
な
す
大
き
な
入
江
で
あ
っ
た
）
や
、
東

庄
町
大
友
付
近
（
平
忠
常
の
拠
点
大
友
城
跡
が
あ
る
）
で
陸
揚
げ
さ
れ
た

の
ち
、
水
運
で
笹
川
津
に
至
る
ル
ー
ト
な
ど
に
よ
っ
て
、
水
運
を
主
と
し

て
運
送
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。《
史
料
Ｇ
》
に
み
え
る
「
塩
舟
」

も
椿
海
を
北
に
向
か
い
、「
船
引
」「
船
越
」
さ
れ
て
香
取
内
海
の
笹
川
津

や
小
見
川
津
に
着
き
、
さ
ら
に
香
取
内
海
下
流
域
を
船
で
下
る
こ
と
で
舟

木
宿
・
野
尻
宿
に
至
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
が
「
須
賀
筋
」
か

ら
下
さ
れ
た
塩
荷
の
ル
ー
ト
と
な
る
。
ち
な
み
に
『
利
根
川
図
志
』（
前
掲
）

所
載
の「
利
根
川
全
図
」の
内
、近
世
利
根
川
下
流
域
付
近
の
図（
四
四
・
四
五

頁
）
に
は
、
近
世
利
根
川
に
流
れ
出
る
小
河
川
「
忍
川
」
筋
と
干
拓
後
の

椿
海
の
周
囲
を
め
ぐ
る
「
惣
掘
」
と
が
夏
目
（
東
庄
町
夏
目
）・
松
ケ
谷
（
旭

市
松
ケ
谷
）
付
近
で
水
路
に
よ
っ
て
繋
げ
て
描
か
れ
て
い
る
（
図
２
参
照
）。

「
利
根
川
と
旧
椿
海
と
は
水
路
で
繋
が
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
識
が
椿
海
の

干
拓
後
も
存
在
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

後
に
ふ
れ
る
海
上
の
商
人
宮
内
が
簗
田
持
助
の
役
船
と
さ
れ
た
「
下
総

小
南
よ
り
乗
船
一
艘
」
も
、
小
南
の
位
置
（
図
１
）
か
ら
し
て
小
南
か
ら

笹
川
津
を
経
由
し
た
香
取
内
海
＝
鬼
怒
川
筋
を
運
航
し
た
船
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
「
船
引
」「
船
越
」
に
関
わ
っ
て
、
天
正
三
年

（
一
五
七
五
）
十
一
月
十
五
日
付
け
豊
島
某
判
物
（
過
書
）
写
（『
茨
城
県

史
料　

中
世
編
Ⅱ
』
水
府
志
料
所
収
文
書
一
一
九
号
）
に
「
陸
舟
」
と
み

え
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。

（
17
）
盛
本
昌
広
「
中
世
東
国
に
お
け
る
塩
の
生
産
と
流
通
」（
前
掲
）

（
18
）
盛
本
昌
広
「
中
世
東
国
に
お
け
る
塩
の
生
産
と
流
通
」（
前
掲
）
は
、
製

塩
技
術
史
の
研
究
成
果
を
参
照
し
つ
つ
、
須
賀
郷
周
辺
で
の
製
塩
が
揚
浜

式
塩
田
に
よ
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
千
葉
胤
富
か
ら
宮
内
に
下
さ
れ
た

田
地
五
段
は
、
揚
浜
式
塩
田
と
し
て
は
広
す
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。

（
19
）
天
正
六
年
十
一
月
二
十
一
日
豊
島
貞
継
過
書
（
福
田
文
書
、『
戦
国
遺
文

　

房
総
編
』
第
三
巻
一
六
六
二
号
）。
盛
本
昌
広
「
中
世
東
国
に
お
け
る
塩

の
生
産
と
流
通
」（
前
掲
）。
同
文
書
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
博
信
「
福
田
家

文
書
の
検
討
」（
同
『
中
世
東
国
の
支
配
構
造
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
九

年
。
初
出
一
九
七
六
年
）
を
参
照
。

（
20
）
永
禄
十
二
年
九
月
吉
日
愛
染
明
王
坐
像
胎
内
墨
書
銘
（
長
禅
寺
蔵
、『
旭

市
史　

第
三
巻
』
戦
国
期
千
葉
氏
関
係
文
書
八
三
号
、『
千
葉
県
史
料　

金

石
文
編
一
』
海
上
郡
二
六
号
、『
戦
国
遺
文　

房
総
編
』
第
二
巻
一
三
四
九

号
）。
小
笠
原
長
和
「
戦
国
動
乱
下
の
造
像
」（
前
掲
）
お
よ
び
『
旭
市
史

　

第
三
巻
』（
七
一
・
七
二
頁
）
に
よ
っ
て
、詳
し
い
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
小
笠
原
の
解
釈
に
学
び
つ
つ
、
部
分
的
に
修
正
を
く
わ
え
た
。

（
21
）
小
笠
原
長
和
「
戦
国
動
乱
下
の
造
像
」（
前
掲
）
は
《
史
料
Ｉ
》
を
正
木

時
忠
に
よ
る
侵
攻
の
際
の
状
況
と
し
て
い
た
が
、
横
田
光
雄
「
戦
国
期
北

総
の
流
通
」（
前
掲
）
は
「
千
葉
氏
の
強
圧
的
な
支
配
に
抵
抗
せ
ん
と
す
る

村
落
民
の
動
向
を
第
一
義
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
た
。
そ
う
し
た

方
向
で
の
解
釈
は
、
黒
田
基
樹
「
下
総
千
葉
氏
の
領
国
支
配
」（
前
掲
）
に

よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）
黒
田
基
樹
「
下
総
千
葉
氏
の
領
国
支
配
」（
前
掲
）。「
逃
散
の
作
法
」
に

つ
い
て
は
、
入
間
田
宣
夫
「
逃
散
の
作
法
」（
同
『
百
姓
申
状
と
起
請
文
の

世
界
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
。
初
出
一
九
八
〇
年
）
や
勝
俣

鎮
夫
『
一
揆
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
）
な
ど
参
照
。

　

な
お
、
戦
国
時
代
の
東
国
の
「
郷
中
開
（
明
）」
に
つ
い
て
、
小
和
田
哲

男
「
後
北
条
領
国
に
お
け
る
農
民
逃
亡
」（
同
『
後
北
条
氏
研
究
』
吉
川
弘



（107）

海上千葉氏の領国支配

文
館
、
一
九
八
三
年
。
初
出
一
九
七
五
年
）
が
、「
郷
中
明
は
「
ご
う
ち
ゅ

う
あ
け
」
と
読
ん
で
、
農
民
が
主
体
的
に
郷
村
を
明
け
て
し
ま
う
と
い
う

闘
争
を
あ
ら
わ
し
た
言
葉
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
小
和
田
が
そ
の
事
例

と
し
て
提
示
し
た
史
料
は
、
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
二
月
二
日
付
け
北

条
氏
規
判
物
写
（『
神
奈
川
県
史　

資
料
編
３　

古
代
・
中
世
（
３
下
）』

八
六
二
〇
号
）
に
、
相
模
国
木
古
庭
（
神
奈
川
県
葉
山
町
木
古
庭
）
に
お

い
て
、「
古
木
庭
之
郷
領
主
宮
下
闕
落
ニ
付
而
、
諸
百
姓
等
郷
中
明

4

4

4

之
由
、

申
上
候
」
と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
峰
岸
純
夫
「
身
分
と
階
級
闘
争
」

（
同
『
中
世
の
東
国
―
地
域
と
権
力
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
。

初
出
一
九
八
〇
年
）
は
、（
天
正
十
八
年
〔
一
五
九
〇
〕）
三
月
二
十
日
付

け
太
田
氏
房
印
判
状
写
（
武
州
文
書
、『
新
編
埼
玉
県
史　

資
料
編
６　

中

世
２
』
一
五
二
〇
号
）
に
、
武
蔵
国
太
田
窪
（
さ
い
た
ま
市
太
田
窪
）
で

の
事
例
と
し
て
、「
右
衛
門
尉
欠
落
ニ
付
而
、
郷
中
之
者
幷
被
官
等
引
明
4

4

候

由
」
と
あ
る
「
引
明
」
を
「
逃
散
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
郷
中
の
者
…

引
き
明
け
候
」
が
「
郷
中
明
」
に
変
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
郷
中

明
（
開
）」
を
含
め
て
、
戦
国
時
代
の
東
国
の
百
姓
逃
散
に
関
し
て
は
、
別

に
検
討
す
る
機
会
を
え
た
い
と
思
う
。

（
23
）
黒
田
日
出
男
「「
荒
野
」
と
「
黒
山
」」（
同
『
境
界
の
中
世　

象
徴
の
中

世
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
。
初
出
一
九
八
一
年
）
は
、
御
成

敗
式
目
四
二
条
に
「
諸
国
の
住
民
逃
脱
の
時
、
そ
の
領
主
等
逃
毀
と
称
し

て
、
妻
子
を
抑
留
し
、
資
財
を
奪
い
取
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
百
姓
逃
散

に
際
し
て
、
そ
の
領
主
ら
が
一
方
的
に
妻
子
を
抑
留
し
、
資
財
を
奪
い
取
っ

た
の
は
、
百
姓
逃
散
の
際
に
妻
子
は
資
財
と
と
も
に
家
に
残
さ
れ
た
た
め

で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。《
史
料
Ｉ
》
で
の
「
百
姓
の
足
弱
」
の
あ
り
方
は
、

そ
れ
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
村
に
籠
る
逃
散
に
つ
い
て
、

勝
俣
鎮
夫
『
一
揆
』（
前
掲
）
は
、「
六
角
氏
式
目
」
に
み
え
る
名
主
・
百

姓
等
の
「
諸
口
を
切
り
塞
ぎ
」「
門
戸
を
閉
ざ
す
」
行
為
が
百
姓
逃
散
に
際

し
て
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。《
史
料
Ｉ
》
で
の
「
門
道
な
と
堀
切
候
」

は
、「
諸
口
を
切
り
塞
ぎ
」
と
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
村
の
封
鎖
を
意
味
し
て

い
る
。

　

黒
田
弘
子
『
女
性
か
ら
み
た
中
世
社
会
と
法
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
二

年
）
は
、
逃
散
の
時
、
百
姓
の
妻
や
家
族
（「
足
弱
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
）

は
夫
ら
と
行
動
を
共
に
せ
ず
に
家
に
残
っ
た
が
、
そ
れ
は
篠
を
引
い
た
家
・

屋
敷
に
隠
れ
籠
り
、
生
活
拠
点
と
し
て
の
家
・
家
族
・
家
産
を
守
る
役
割

を
果
す
た
め
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。《
史
料
Ｉ
》
で
、「
足
弱
」
ら
に
塩

焼
き
が
禁
じ
ら
れ
た
こ
と
に
対
応
す
る
。《
史
料
Ｉ
》
で
の
「
足
弱
」
も
家

や
家
族
を
守
り
、
塩
焼
き
を
続
け
る
た
め
に
村
に
籠
っ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
木
村
茂
光
「「
御
成
敗
式
目
」
四
二
条
と
中
世
百
姓
」（
同
『
日
本
中

世
百
姓
成
立
史
論
』
吉
川
弘
文
館
、二
〇
一
四
年
。
初
出
二
〇
〇
九
年
）
は
、

百
姓
逃
散
の
際
に
妻
は
資
財
と
と
も
に
家
に
残
さ
れ
た

4

4

4

4

の
で
は
な
く
、
夫

の
行
動
（
逃
散
）
と
は
関
係
な
く
、
妻
は
本
宅
に
安
堵
さ
れ
る
権
利
、
イ

エ
に
居
住
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
重
要
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
な
お
、
篠
を
引
き
家
に
籠
る
逃
散
に
つ
い
て
は
、
峰
岸

純
夫
「「
篠
を
引
く
」」（
同
『
中
世
社
会
の
一
揆
と
宗
教
』
東
京
大
学
出
版

会
、
二
〇
〇
八
年
。
初
出
一
九
九
三
年
）
も
参
照
。

（
24
）（
元
亀
四
年
）
三
月
二
十
日
付
け
北
条
氏
邦
印
判
状
（
小
和
田
哲
男
『
後

北
条
氏
研
究
』〔
前
掲
〕
四
三
〇
頁
）
に
、「
田
中
之
百
姓
共
方
々
に
有
之
、

于
今
郷
中
へ
不
罷
帰
由
、
一
段
曲
事
候
、
何
方
に
踞
候
共
、
早
々
押
立
三

日
中
ニ
可
罷
帰
候
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
田
中
の
百
姓
逃
散
に
対
す
る
領

主
側
の
対
応
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
百
姓
が
方
々
に
逃
散
し
て
い
る
状
況



（108）

都留文科大学大学院紀要　第27集（2023年 3 月）

が
「
何
方
に
踞
候
共
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
領
主
側
の
認
識
と
し
て
、
方
々

に
「
踞
る
」
と
表
記
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。《
史
料
Ｉ
》
で
の
「
一
理
（
里
）

迄
に
て
踞
候
」
も
同
じ
意
味
だ
と
考
え
る
。

（
25
）
黒
田
日
出
男
「「
荒
野
」
と
「
黒
山
」」（
前
掲
）
は
、
応
永
二
十
五
年

（
一
四
一
八
）の
播
磨
国
鵤
荘
で
の
地
下
名
主
百
姓
等
の
逃
散
に
お
い
て「
面

ヲ
カ
コ
（
囲
）
ヰ
テ
家
内
ニ
ハ
住
ス
」
と
い
う
行
為
を
家
へ
の
逃
散
と
し

て
い
た
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
際
に
「
五
人
沙
汰
所
・
寺
庵
・
神
子
・

神
人
ハ
隠
レ
ス
」
と
あ
る
点
で
あ
る
。
百
姓
逃
散
に
お
い
て
寺
庵
な
ど
の

宗
教
者
は
隠
れ
な
か
っ
た
、
隠
れ
る
必
要
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

《
史
料
Ｉ
》
に
お
け
る
野
中
村
な
ど
三
か
村
の
「
郷
中
開
」（
逃
散
）
に
お

い
て
、
百
姓
の
足
弱
と
と
も
に
出
家
＝
僧
侶
が
村
に
残
っ
た
の
も
同
じ
意

識
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
26
）
百
姓
の
「
去
留
の
自
由
」
に
つ
い
て
は
、
藤
木
久
志
「「
百
姓
」
の
法
的

地
位
と
「
御
百
姓
」
意
識
」（
同
『
戦
国
社
会
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
四
年
。
初
出
一
九
六
九
年
）
や
入
間
田
宣
夫
「
逃
散
の
作
法
」（
前

掲
）、
鈴
木
哲
雄
「「
去
留
の
自
由
」
と
中
世
百
姓
」（
同
『
中
世
日
本
の
開

発
と
百
姓
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年
。
初
出
一
九
八
八
年
）
な
ど
参
照
。

中
世
百
姓
に
対
す
る
土
地
緊
縛
の
問
題
は
戦
国
時
代
を
含
め
て
、
再
度
検

討
す
べ
き
課
題
だ
と
考
え
る
が
、当
面
、鈴
木
哲
雄
「
逃
散
す
る
百
姓
」（
同

『
日
本
中
世
の
村
と
百
姓
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年
）
参
照
。

　

な
お
、
百
姓
の
「
去
留
の
自
由
」
は
、
年
貢
な
ど
の
皆
済
を
条
件
と
す

る
が
、《
史
料
Ｉ
》
に
は
み
え
な
い
が
、《
史
料
Ｇ
》
に
お
い
て
須
賀
郷
の

地
下
人
等
（
百
姓
等
）
が
侘
言
（
訴
願
）
の
際
に
「
其
礼
証
」（
塩
竃
へ
賦

課
さ
れ
た
塩
荷
役
の
受
取
状〔
返
抄
〕）を
添
付
し
た
と
同
様
の
手
続
き（
逃

散
の
作
法
）
を
し
た
う
え
で
、「
郷
中
開
」（
逃
散
）
し
た
も
の
と
推
定
さ

れ
る
。

（
27
）「
書
出
之
衆
」
は
侘
言
の
申
状
を
書
い
た
者
を
意
味
す
る
可
能
性
も
あ
る

か
。
た
だ
し
、
天
正
七
年
六
月
二
十
日
付
け
北
条
家
裁
許
印
判
状
（
牛
込

文
書
、『
新
編
埼
玉
県
史　

資
料
編
６　

中
世
２
』
九
八
九
号
）
に
は
、
武

蔵
国
鳩
ケ
谷
宿
で
の
百
姓
逃
散
に
際
し
て
、百
姓
等
が「
列
し
て
血
判
致
し
」

「
領
主
に
対
し
て
訴
訟
を
企
て
」、「
一
列
ニ
取
り
退
く
」（
逃
散
）
を
し
た

こ
と
に
対
し
て
、北
条
氏
は
首
謀
者
二
人
の
う
ち
、血
判
連
署
の
「
一
之
筆
」

（
筆
頭
）
の
鈴
木
勘
解
由
の
み
を
処
刑
し
、
船
戸
大
学
助
は
赦
免
す
る
こ
と

で
、
逃
散
百
姓
の
郷
中
帰
住
を
図
っ
て
い
た
。《
史
料
Ｉ
》
で
の
「
書
出
之

衆
」
も
「
侘
言
」（
百
姓
等
申
状
な
ど
）
の
署
名
者
の
こ
と
を
意
味
す
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
は
《
史
料
Ｇ
》
に
「
若
及
異
儀
者
有
之
者
、
搦
捕

可
遂
披
露
也
」
と
あ
っ
た
「
披
露
」
の
こ
と
で
、搦
め
捕
ら
れ
た
首
謀
者
か
。

（
28
）
藤
木
久
志
編
『
日
本
中
世
気
象
災
害
史
年
表
稿
』（
高
志
書
院
、

二
〇
〇
七
年
）
は
、
永
禄
九
年
の
関
東
で
の
記
事
と
し
て
、
こ
の
墨
書
銘

か
ら
「
前
年
よ
り
寒
冷
不
熟
、人
民
餓
死
（
旭
市
史
）」
と
記
載
し
て
い
る
。

『
同
年
表
稿
』
の
永
禄
八
年
の
記
事
に
は
、
常
陸
や
武
蔵
で
の
田
畠
不
熟
や

飢
饉
が
引
か
れ
て
お
り
、
同
年
五
月
の
記
事
に
は
陸
奥
で
の
正
月
か
ら
八

月
ま
で
の
天
候
不
順
と
そ
の
年
の
大
凶
作
が
具
体
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
九
月
の
陸
奥
の
記
事
に
は
、
飢
饉
に
よ
る
「
人
民
牛
馬
死
事
無
限
」

と
あ
る
。

（
29
）
実
物
や
写
真
等
を
見
て
い
な
い
の
で
、
不
明
確
で
あ
る
が
、「
五
ケ
村
之

内
勧
進
銭
已
上
四
貫
八
百
計
也
リ
」
と
あ
る
文
字
の
右
側
に
「
新
左
衛
門

　

隼
人　

掃
部
禅
司　

左
京
」
と
あ
る
。
こ
の
四
名
（
カ
）
が
勧
進
元
な

の
か
、勧
進
に
応
じ
た
者
な
の
か
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、当
面
、

前
者
と
し
て
お
く
。
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（
30
）「
ク
リ
（
庫
裏
）
ヲ
造
リ
遂
本
意
」
の
次
に
は
「
小
見
河
ニ
テ
柱
幷
ト

リ
タ
シ
ノ
分
ヲ
ト
リ
」
と
あ
る
。
意
味
が
は
っ
き
り
し
な
い
点
も
あ
る
が
、

小
見
川
で
庫
裏
の
柱
な
ど
が
調
達
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
小

笠
原
長
和
「
戦
国
動
乱
下
の
造
像
」（
前
掲
）
は
駄
馬
で
運
ば
れ
た
と
し
て

い
る
が
、
注
（
16
）
で
の
検
討
か
ら
す
れ
ば
、
小
見
川
で
調
達
さ
れ
た
柱

な
ど
は
船
に
積
ま
れ
、
小
見
川
か
ら
南
に
入
江
を
進
み
（
現
在
の
黒
部
川

筋
）、
入
江
の
南
先
端
で
「
船
引
」「
船
越
」
さ
れ
（
あ
る
い
は
一
旦
陸
揚

げ
さ
れ
）、
椿
海
を
船
で
南
に
進
み
、
九
十
九
里
浜
に
至
る
水
路
（
現
在
の

仁
玉
川
筋
）
を
下
っ
て
野
中
村
に
運
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
31
）
小
笠
原
長
和
「
戦
国
動
乱
下
の
造
像
」（
前
掲
）

（
32
）
延
寿
寺
に
つ
い
て
は
、小
笠
原
長
和
「
九
十
九
里
平
野
の
寺
院
文
化
」（
前

掲
『
中
世
房
総
の
政
治
と
文
化
』
所
収
。
初
出
一
九
六
一
・
七
五
年
）
を
参

照
。
ま
た
、
小
笠
原
「
戦
国
動
乱
下
の
造
像
」（
前
掲
）
は
、
愛
染
明
王
坐

像
の
仏
師
「
浄
慶
」
に
つ
い
て
も
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

（
33
）近
世
以
降
の
宮
内
家
に
つ
い
て
は
未
考
だ
が
、千
葉
県
文
書
館
収
蔵
の「
宮

城
家
文
書
」（
銚
子
市
高
田
町
）
は
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
十
二
月
に

宮
内
利
右
衛
門
家
か
ら
独
立
し
た
、廻
船
問
屋
の
「
宮
城
（
み
や
し
ろ
）
家
」

の
文
書
で
あ
り
、明
治
前
期
の
廻
船
業
関
連
の
文
書
群
で
あ
る
と
い
う
（
平

野
明
夫
・
佐
藤
文
智
「
銚
子
市
高
田
町
宮
城
家
文
書
家
じ
る
し
・
商
標
一

覧
（
上
）」『
千
葉
県
の
文
書
館
』
三
号
、
一
九
九
八
年
）。

（
34
）
小
笠
原
長
和
「
戦
国
動
乱
下
の
造
像
」（
前
掲
）

受
領
日
：
二
〇
二
二
年
一
一
月
一
八
日

受
理
日
：
二
〇
二
二
年
一
二
月
一
二
日
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